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    開  会   午前９時３５分 

議長（杉岡義信君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成２９年３月第１回笠置町議会定例会第２日目を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１、議案第１２号、平成２９年度笠置町一般会計予算の件を議題

とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第１２号、平成２９年度笠置町一般会計予算について提案理由を御

説明申し上げます。 

  平成２９年度一般会計予算の総額は歳入歳出それぞれ１３億６，８００万円で、平成

２８年度と比較して１億１，３４０万円、９．０％の増となっております。 

  歳入の主なものは、国庫支出金では社会資本整備総合交付金で９，９４２万円など１億

２，９３８万３，０００円、府支出金では笠置駅周辺整備に充当となる駅再生プロジェクト

推進事業費補助金１，０００万円や平成２９年度から交付されました豊かな森を育てる府民

税市町村交付金１３５万１，０００円など７，７７２万４，０００円を計上していますが、

財源不足を補塡するため、財政調整基金を６，６００万円繰り入れることとしております。 

  歳出の主なものは、庁舎の耐震診断の委託料として６４６万３，０００円、ＪＲ笠置駅周

辺整備にかかわる事業費が総額２，０５０万円、笠置山線改良事業が４，５００万円、町営

住宅の耐震診断やバリアフリー化事業などに総額２，３００万円などを計上しております。 

  御審議いただき、御承認賜りますようお願いをいたします。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、議案第１２号、平成２９年度笠置町一般会計予算の件を説明させていただきま

す。 

  総務財政課からは、歳入と議会費及び総務財政課所管の歳出について説明させていただき

ます。 

  今回の当初予算につきましては、前年度と比較いたしまして１億１，３４０万円、約９％

の増となっております。総額は１３億６，８００万円となっております。 
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  それでは、歳入から説明させていただきます。１２ページをお願いいたします。 

  １款町税は総額１億５，６２１万９，０００円で、前年度とほぼ同額を見込んでおります。 

  １項町民税、１目個人住民税は、現年度では課税対象者の減により前年度より８２万

７，０００円減額の４，９０９万６，０００円、２目法人税では６１万４，０００円減の

５３１万円を見込んでおります。 

  ２項固定資産税は、前年度から１１４万３，０００円増の８，４４１万５，０００円を見

込んでおります。 

  ３項軽自動車税は前年度より６万５，０００円増の４０９万８，０００円を、その下、

４項町たばこ税におきましては３０万４，０００円増額の１，３３０万円を見込んでおりま

す。 

  ２款地方譲与税は、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税とも京都府の通知に基づき算出

いたしまして、それぞれ４２０万円、１８０万円を計上しております。 

  下段、３款の利子割交付金、次の１４ページの４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割

交付金、６款地方消費税交付金、こちらにつきましても、京都府からの通知と前年度までの

実績に基づきまして算出をさせていただいております。 

  ７款ゴルフ場利用税につきましては、本年度、前年度から４００万円減額いたしまして、

３，８００万円を計上させていただいております。 

  ８款自動車取得税交付金、その下、地方特例交付金につきましても、京都府通知に基づき

まして算出させていただいた金額を計上させていただいております。 

  １０款地方交付税につきましては、前年度から２，０００万円を増額させていただいてお

ります。これは、平成２８年度の決算見込みを勘案いたしまして、２，０００万円増額させ

ていただいて６億６，０００万円計上となったものでございます。地方交付税につきまして

は歳入総額の４８％を占める金額となっております。 

  １１款分担金及び負担金は、児童福祉費負担金で保育所入所者数の減によりまして前年度

より減額となり、総額で２００万２，０００円を見込んでおります。 

  ページめくっていただきまして、１２款使用料及び手数料、こちらのほうは、使用料につ

きましては４目住宅使用料は現有の住宅所得割に応じた使用料を見込んでおります。戻りま

す。すみません。総務費の使用料、運動公園の使用料につきましては、本年度、平成２８年

度に操法大会のため使用できない期間がありましたので、その分を見込んだ計上となってお

りました。本年度はフルで利用していただけるということで、７万５，０００円増額して
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５７万５，０００円としております。 

  ２項手数料につきましては、前年度実績等から計算したもので、総務手数料につきまして

はほぼ同額９６万８，０００円、衛生手数料につきましてはし尿汲取券の販売手数料等の減

額によりまして１，００３万３，０００円を計上させていただいております。 

  １７ページ、１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は、社会福祉費

負担金では医療給付費の減、児童福祉費負担金では児童手当の受給対象者の減により、前年

度より３０８万８，０００円減額の２，３５３万７，０００円を計上しております。 

  ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、木造住宅の耐震診断及び耐震改修に係る社会

資本整備総合交付金を３２万５，０００円、個人番号カードの交付事業の事業費補助と事務

費補助金で１７万円を見込んでおります。 

  民生費国庫補助金では、地域生活支援事業及び障害区分認定事業等の補助金で１５７万

９，０００円、また、ページめくっていただきまして、保育所の保育対策総合支援事業補助

金、放課後児童健全育成事業といたしまして２５１万８，０００円を計上しております。 

  ３目衛生費国庫補助金は、合併浄化槽の設置に係る補助交付金といたしまして４９万

７，０００円を含み、５０万２，０００円を計上しております。 

  ４目土木費国庫補助金につきましては、社会資本整備総合交付金といたしまして道路や橋

梁分の総額９，９４２万円を計上しております。これは、前年度と比較いたしまして

５，０６７万５，０００円増額となったものでございます。 

  続きまして、３項委託金、総務費委託金では、自衛官募集等の事務委託金等で２２万

８，０００円を、民生費委託金は年金事務委託、人権啓発活動委託等で１１０万

４，０００円を計上しております。 

  次のページ、１４款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金では、国庫負担金と同

じく、障害者自立支援等の医療給付費等の減や児童手当の受給対象者の減により、前年度よ

り１１９万２，０００円減額の２，１２６万３，０００円を計上いたしております。 

  同じく２項府補助金、１目総務費府補助金は、電源立地地域の対策補助金を４４０万円、

また、鍋フェスタ開催に係る文化力で京都を元気にする事業補助金といたしまして２００万

円、公共交通システムの補助金といたしまして１７５万９，０００円、ＪＲ笠置駅前広場の

整備に係る駅再生プロジェクト推進事業補助金といたしまして１，０００万円など、前年度

より１，４７６万６，０００円増額の２，８２２万９，０００円を計上いたしております。 

  ２目民生費府補助金は、前年度より４，０９９万４，０００円減額の１，８５１万
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５，０００円を計上しております。社会福祉費補助金では、隣保館運営費７０３万

３，０００円や障害者医療補助金、子育て医療助成など１，２２０万２，０００円を計上い

たしております。 

  次ページ、老人福祉費補助金では医療費助成などの５４４万６，０００円を、児童福祉費

補助金では放課後児童育成事業などを計上しております。ここで大きく減っておりますのは、

平成２８年度、隣保館笠置会館の改修を行った補助金が減ったためとなっております。 

  続きまして、３目衛生費府補助金は、国庫補助金と同じく合併浄化槽の設置事業の補助金

が計上されておりましたり健康増進事業費など、合計で８７万７，０００円を計上しており

ます。 

  ４目農林水産業費補助金は、平成２８年度から導入されました豊かな森を育てる府民税市

町村交付金１３５万１，０００円を当初予算から計上しております。それによりまして、前

年度より９８万８，０００円増額の２６５万３，０００円計上したことになっております。 

  土木費府補助金におきましては、土地利用対策規制補助金といたしまして前年度と同額を

計上しております。 

  下段、３項委託金、１目総務費委託金は、前年度より２２５万１，０００円減額の

２３３万７，０００円を計上しております。府民税の徴収委託金で１９６万２，０００円や、

次のページに移りまして、統計調査費の委託金、本年度実施する調査委託費で１２万

６，０００円を計上しております。本年度は執行予定の選挙がございませんので、府からの

委託金が皆減となっております。 

  商工費委託金につきましては、東海自然歩道の管理、自然公園の清掃委託等で３８０万

４，０００円、前年度と同額を計上いたしております。 

  １５款財産収入、１項財産運用収入では、利子及び配当金で現在保有しております基金の

利息の収入を２８万６，０００円見込んでおります。 

  財産貸付収入におきましては、土地貸付収入といたしまして、いこいの館の多目的グラウ

ンドの貸付料、施設等の貸付料はデイサービス施設の利用貸付料といたしまして、それぞれ

計上いたしております。 

  １６款寄附金、一般寄附金では１，０００円、指定寄附金ではふるさと納税等の受け入れ

となっておりますが、当初の頭出しといたしましてそれぞれ１，０００円を計上しておりま

す。 

  １７款繰入金、１項基金繰入金、１目ふるさとづくり基金繰入金は、桜の保全事業に充て
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る費用を計上いたしております。 

  高度情報ネットワーク整備基金の繰入金につきましては、支線の移設に伴う工事費に充当

するため５８万円を計上しております。 

  財政調整基金繰入金につきましては、町長の説明にもありましたように、財源不足の補塡

のため６，６００万円を今回繰り入れることとしております。 

  繰越金につきましては、前年度繰越金を本年度は３３０万９，０００円増額して、

３４１万１，０００円を見込んでおります。 

  諸収入につきましては、延滞金及び加算金、過料、こちらにつきましても、前年度と同額

となっております。 

  預金利子につきましても、利率については低いですが、ほぼ前年度と同額で見込んでおり

ます。 

  雑入につきましては、相楽東部広域連合の派遣職員、また地方税機構への派遣職員の負担

金など、前年度より３２０万円減額して５，６５８万８，０００円を見込んだ金額となって

おります。 

  ２６ページ、２０款町債、こちらは過疎対策事業債などそれぞれの事業に充当するため、

総額１億２，２４０万円を計上しております。 

  歳入につきましては以上となります。 

  続きまして、歳出の議会費と総務財政課所管の予算の説明をさせていただきます。 

  なお、人件費に係る予算につきましては、現在の職員をベースといたしまして給与条例に

従って計上しておりますので、各項目での説明は省略させていただきます。よろしくお願い

いたします。 

  それでは、２７ページからお願いいたします。 

  １款議会費は、報酬では１，７７６万円、職員手当で議員期末手当は支給月数の改定によ

りまして前年度から４８万８，０００円増額の５２９万１，０００円を計上しております。

交際費につきましては前年度と同額を１０万円、ほかの経費につきましてもほぼ前年度と同

額で、総合計が４，４２１万２，０００円を計上いたしております。 

  めくっていただきまして、２８ページからお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の総額といたしまして２億２，４８３万

８，０００円を計上いたしております。これは、前年度から３，２９１万７，０００円増額

となっております。 
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  ３１ページ、賃金につきましては、当町の宿直と事務アルバイトの賃金等を計上しており

ます。報償費につきましては、職員研修での講師料、また各地区の区の報償といたしまして、

１件当たり１，１００円で計算した金額を計上しております。 

  ３２ページをお願いいたします。 

  １３節委託料、２，５４０万円を計上しております。システム保守料といたしましてセキ

ュリティーの強靱化に本年度から取り組んでおります。それの保守、またネットワークの保

守等で７１２万５，０００円、システム構築費といたしましてはセキュリティー対策により

ますメールの移行作業や無線ＬＡＮの構築整備など１，０６１万１，０００円など、総額で

２，５４０万円となったものでございます。 

  １４節使用料及び賃借料は５１８万７，０００円で、例年の町の例規システムの使用料

２３９万８，０００円などを計上しております。 

  備品購入費９１万４，０００円は、平成２９年度に使用期限が到来いたします庁舎と保育

所でそれぞれ持っておりますＡＥＤの更新費用などを計上いたしております。 

  負担金補助及び交付金は、相楽東部広域連合の負担金といたしまして総務費分

２，０８３万２，０００円、また、笠置中学校の経費の南山城村への補助金といたしまして

負担金が１，０００万円、各地区への整備補助金となるまちづくり事業補助金が１２０万円

など、合計で４，２８４万９，０００円を計上いたしております。 

  続いて、３５ページ、３目財政管理費では、前年度から４６７万７，０００円増額いたし

まして４８４万４，０００円となっております。これは、委託料で新地方公会計に対応する

ための支援業務を委託するため、そのものが増額となっております。 

  ４目会計管理費は前年度とほぼ同額で７万９，０００円を計上いたしておりますが、これ

は公金の口座振替等の手数料を計上しているものでございます。 

  続いて、３６ページをお願いいたします。 

  ５目財産管理費は、前年度より２５０万２，０００円減額の１，６５２万３，０００円を

計上しております。財産管理費につきましては、運動公園の管理委託であったりを計上して

おります。その中でも委託料といたしまして、平成２９年度で庁舎の耐震診断の業務委託を

６４６万３，０００円で実施する予定としております。この庁舎は昭和５６年度に建設され

ておりまして、ちょうど新しい耐震基準に適合するかどうかという時期でしたので、今回改

めて実施することとしております。 

  続きまして、３９ページをお願いいたします。 
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  下段、７目の交通安全対策費は協議会の委員報酬など前年度と同額を計上、また防災諸費

につきましては、委託料で木造住宅の耐震診断士派遣事業１件分として５万円、負担金補助

及び交付金といたしまして耐震改修事業の補助１件分の１２０万円を計上しております。 

  続きまして、４４ページをお願いいたします。 

  下段、４項選挙費でございます。平成２９年度執行予定の選挙は今回予定されておりませ

んので、選挙管理委員会費の２１万２，０００円のみ計上させていただいております。なお、

京都府知事の任期満了が３０年４月にあるんですけれども、そちらにつきましてはまだ執行

予定日が決まっておりませんので、今回の当初予算には計上させていただいておりません。 

  続きまして、その下段、統計調査費です。本年度実施される統計調査を計上させていただ

いております。統計調査員確保対策事業では１万５，０００円、教育統計、工業統計、就業

構造基本調査、これが本年度実施される３つの事業となっておりまして、総額で１３万

９，０００円を計上いたしております。 

  飛びまして、７８ページをお願いいたします。 

  ８款消防費でございます。１目常備消防費では、相楽中部消防組合の分担金といたしまし

て５，３７４万９，０００円を計上しております。 

  ２目の非常備消防費は、前年度から８９万６，０００円減額の７６５万８，０００円を計

上しております。これは、平成２８年度は操法大会の実施年でありましたので報償費や需用

費など増額となっておりましたが、今年度につきましては通常の経費となっております。 

  報酬につきましては現在の団員数９２名分の１４９万８，０００円を、報償費では訓練等

の出動手当で７５万円、また退職報償金で１００万円など、１８０万円を計上しております。 

  負担金補助及び交付金では、退職報償基金の負担金といたしまして２３２万４，０００円

を計上しておりますが、この１１０名は条例定数に基づく人数となっておりますので、その

分を計算しました２３２万４，０００円となっております。また、本団の活動補助といたし

まして５０万円などを計上いたしております。 

  消防施設費２１万円、４目の水防費８万５，０００円につきましては前年度と同額を計上

いたしております。 

  続いて、９款教育費、１項教育総務費、１目の教育委員会費では、相楽東部広域連合への

負担金の教育費分といたしまして７，６８９万６，０００円を計上いたしております。これ

につきましては昨年度より２，２９７万１，０００円の増額となっておりますが、小学校に

おける校舎内の無線ＬＡＮの整備やトイレ改修のための設計委託、また小学校体育館の東側
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ののり面の補強工事などが実施されるため、増額となっているものでございます。 

  ２目義務教育振興費といたしまして、新たに１３５万８，０００円を計上いたしておりま

す。これは、笠置小学校と教育支援学校の小学部に在籍する児童に対して修学旅行費と学校

給食費を補助する制度を２９年度から導入するために計上しております。 

  １０款公債費につきまして、１目元金は平成２９年度からの償還が始まるものがありまし

て、前年度より１，０３４万９，０００円増額の９，２８１万９，０００円を、また利子に

つきましては、平成２８年度に１０年経過の借り入れ見直しを行った結果減額となるものが

ありましたので、１４７万４，０００円前年度より減額の７５４万３，０００円となってお

ります。 

  １１款諸支出金、それから１２款の予備費につきましては、前年度と同額を計上させてい

ただいております。 

  ８２ページ以降につきましては、構成とか主な事業等、資料をつけております。また参考

に見ていただければと思います。 

  以上、総務のほうからの説明は終わらせていただきます。 

議長（杉岡義信君） 続きまして、企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼いたします。 

  それでは、企画観光課が所管いたします歳出予算について御説明を申し上げます。 

  まず、３１ページをお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の７節賃金１，０７０万１，０００円のう

ち、循環バス運転手賃金といたしまして６７１万４，０００円、１１節需用費の消耗品費

２７２万３，０００円のうち循環バス時刻表の用紙代やバスのオイル交換等といたしまして

６万７，０００円、燃料費２３６万７，０００円のうち循環バスに係ります燃料費といたし

まして２０９万３，０００円を、それと１２節役務費の通信運搬費３２８万１，０００円の

うち１３万円と手数料１３万円のうち６万６，０００円、そして１３節の委託料で運転手管

理等委託で２０８万２，０００円、それと１４節使用料及び賃借料でシステム使用車載器

５１万４，０００円、これにつきましては、東部３町村で実施を予定しております加茂駅か

ら月ヶ瀬駅までの広域基幹バスの運行に係るものとして計上させていただいております。 

  次に、３４ページの２目文書広報費１５３万２，０００円で、対前年度４万２，０００円

の増となっております。節区分では、１節報酬で有線放送運営管理委員と番組編成委員の報

酬といたしまして７万７，０００円、それと９節旅費で普通旅費として１万６，０００円、
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それから１１節需用費の消耗品費で収録保存カード等として３万５，０００円と、それと光

熱費で電気代２万円、修繕費として２万円を計上させていただいております。 

  それと、１３節委託料でスタジオ機器・議場カメラの保守料で１２８万４，０００円、使

用料及び賃借料で音楽著作権使用料といたしまして７万円、それと負担金補助及び交付金で

京都府広報協議会への負担金１万円を計上させていただいております。 

  次に、３８ページをお願いします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費、２５節積立金で、高度情報ネットワーク

整備基金加入分担金といたしまして３万円と高度情報ネットワーク整備基金利子分として

４，０００円、合わせまして３万４，０００円を計上させていただいております。 

  ６目企画費で４，０４７万６，０００円、対前年度２，６４７万６，０００円の増となっ

ております。増の主なものといたしましては、地域おこし協力隊に係るもの、それと駅前広

場整備事業に係るものとなっております。 

  節区分で３節職員手当、嘱託手当で１９９万２，０００円、４節共済費で社会保険、雇用

保険、労災保険等合わせまして３１万９，０００円を、これにつきましては地域おこし協力

隊に係るものとして計上させていただいております。 

  ７節賃金、これにつきましては、駅無人化対策雇用賃金といたしまして３９９万

８，０００円、そして９節旅費で普通旅費として１８万２，０００円、１１節消耗品費で企

画観光課が持っております公用車の燃料代等で３０万４，０００円、１２節役務費で３万

６，０００円、１３節で６０４万４，０００円、街なみ環境整備事業計画作成業務として

１５０万円と駅周辺整備測量設計等委託として４００万円、駅の指定管理料といたしまして

４８万円などを計上させていただいております。 

  １４節使用料及び賃借料で、施設使用料といたしまして５万６，０００円、車両リース料

として２４万８，０００円、それと地域おこし協力隊に係る家屋賃借料といたしまして

６０万円を計上させていただいております。 

  そして、１５節工事請負費で１，６５０万円を計上させていただいております。これにつ

きましては、京都府におきまして府内の無人駅の中で６駅を対象として、その６駅の中に笠

置駅も計画していただいておりまして、それに伴うものとして今回計上させていただいてお

ります。 

  それから、１９節負担金補助及び交付金で１，０１９万７，０００円を計上させていただ

いております。これにつきましては、淀川上流国定公園推進行政連絡協議会、広域事務組合
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の広域圏負担金、関西本線電化促進に係る負担金、移住促進住宅整備事業補助金につきまし

ては前年度とほぼ同額で計上させていただいております。それと、鍋フェスタ実行委員会負

担金といたしましては６２０万円で、対前年度２００万円の増となっております。これにつ

きましては、これまでの鍋フェスタの分に係ります４２０万円、これは同額で計上させてい

ただいているんですけれども、これに加えまして、お茶の京都博の笠置町で実施されます地

域イベントに係るものとして２００万円を増額して計上させていただいております。なお、

これにつきましては、実施に当たりましては京都府と十分連携を図る中で取り組んでいくも

のとなっております。 

  それから、４０ページです。 

  ２款総務費、１項総務管理費、９目通信施設管理費５１４万６，０００円で、これにつき

ましては前年度と同額で計上させていただいております。 

  節区分で申しますと、１１節需用費で高度情報ネットワーク施設シェルター内の電気代

７６万２，０００円、修繕費で８万円、１２節役務費で光ケーブルの電柱への添架料といた

しまして８８万２，０００円、１３節委託料で支障支線移転移設費といたしまして５０万円

を計上させていただいております。１４節使用料及び賃借料で切山受信点の土地使用料とい

たしまして１万円、行政イントラネット回線使用料といたしまして２１万２，０００円、そ

れと、１９節負担金補助及び交付金で管理運営負担金といたしまして２７０万円を計上させ

ていただいております。 

  次に、少し飛びまして６９ページをお願いいたします。 

  ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費で、普通旅費として前年度と同額の

３，０００円を計上させていただいております。 

  それと、２目商工振興費で３６０万３，０００円、これにつきましては、９節旅費で普通

旅費といたしまして３，０００円、それと１９節負担金補助及び交付金で笠置町商工会への

補助金といたしまして前年度と同額の３６０万円を計上させていただいておるところでござ

います。 

  次に、３目の観光費で４，４１１万９，０００円、対前年度２２９万２，０００円の増と

なっております。 

  節区分で説明をさせていただきます。７節賃金、桜等の保全管理、それとイベント時の運

転手賃金など、合わせまして２０５万５，０００円を計上させていただいております。 

  ８節報償費で、フォトコンテストの景品代、桜まつり、もみじまつり等へのイベントへの
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出演報償費として１３万円、９節旅費といたしまして普通旅費で９万９，０００円、１１節

需用費で桜の保全用の消耗品等々で１０万円、それと燃料費で２万７，０００円、それから

印刷製本費で３万円と光熱費で１０万円、修繕費５万円、合わせて需用費で３０万

７，０００円を計上させていただいております。 

  そして、１２節役務費で桜等の保全用の苗木の運搬費として３万円、それと府立自然公園

トイレくみ取り料として８万円を計上させていただいております。 

  １３節委託料で、松くい虫防除、東海自然歩道管理、自然公園清掃など、これにつきまし

ては京都府からの委託料等々の委託料として４８５万９，０００円を計上させていただいて

おります。 

  それと、１４節使用料及び賃借料で桜等の保全に係ります車の借り上げ、それと、町営駐

車場の賃借料といたしまして１１９万７，０００円を計上させていただいております。 

  それと、１６節の原材料費で桜の保全の原材料費として１４万円を計上させていただいて

おります。 

  それと、１９節負担金補助及び交付金で６７８万６，０００円を計上させていただいてお

ります。説明欄のところで、京都府観光連盟負担金から伝統的行催事補助までは前年度と同

額で計上しております。それと、お茶の京都ＤＭＯ分担金１００万円とお茶の京都博の全体

事業に対します分担金といたしまして１４０万円を今回計上させていただいているところで

ございます。 

  それと、４目産業振興会館費８１６万円で、対前年度１４万３，０００円の増となってお

ります。ここにつきましては、産業振興会館費の経費といたしまして７節賃金、これにつき

ましてはアルバイト賃金で２４７万３，０００円、１１節需用費で電気代、水道代、ガス代

等で３２３万２，０００円、それと１２節役務費で電話代等で１２万７，０００円、１３節

委託料で浄化槽管理清掃委託やエレベーターの管理委託、夜間警備委託等々で１８４万

６，０００円を計上させていただいております。１４節使用料及び賃借料で、駅前の駐車場

賃借料といたしまして、そういったもので４７万６，０００円をそれぞれ計上させていただ

いているところでございます。 

  次に、７７ページをお願いします。 

  ７７ページの下段の７款土木費、５項国土利用費、１目土地利用対策費で、これにつきま

しては前年度と同額の４万８，０００円を計上させていただいております。旅費で

４，０００円、需用費で消耗品として１万４，０００円と燃料費３万円を計上させていただ
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いているところでございます。 

  企画観光課が所管する部分につきましては以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 続きまして、税住民課長。 

税住民課長（石川久仁洋君） 税住民課が所管します歳出予算につきまして御説明いたします。 

  ４２ページをお願いします。 

  ２款総務費、徴税費、税務総務費でございますが、職員給与等の人件費を除き、主な変更

点を御説明申し上げます。 

  １９節負担金補助及び交付金におきまして京都地方税機構への負担金３１０万

１，０００円を計上しています。内容につきましては、共同徴収分や法人関係税課税事務分、

軽自動車関係並びに申告支援システム関係に加えまして、昨年１２月に京都地方税機構の規

約改正で議決いただきました軽自動車申告書等の受け付け等に関する共通経費分が新たに加

わっております。負担金としましては、対前年で３万２，０００円の減となっております。

それ以外は前年とほぼ同額を見ているところでございます。 

  次に、賦課徴収費では本年度２６３万４，０００円となっておりまして、前年と比べまし

て８０万６，０００円の減でございますが、これは、下段１３節委託料での不動産鑑定委託

料として、平成３０年の評価替えに向けた標準宅地の鑑定業務分が２９年度はなくなってお

りますので、それによる減額が主な理由でございます。 

  ４４ページへお願いします。 

  続いて、戸籍住民基本台帳費でございます。主な変更点は、１４節使用料及び賃借料で

１６万６，０００円を計上しております。内容につきましては、戸籍押印認証機の更新に伴

いますリース料で、新しい認証機の５年間のリースの開始となりますので１４万

９，０００円の増額となっております。 

  また、１９節負担金補助及び交付金において、通知カード・個人番号カード受託事務交付

金として、個人番号カードに関連する事務を地方公共団体システム機構に委託する交付金と

して１６万円を計上しております。これは、さきに２８年度補正予算で繰越しました事業費

１１万９，０００円と合わせて総額２７万９，０００円が２９年度当初の交付金額となりま

す。それ以外は前年とほぼ同額を見ているところでございます。 

  続きまして、５１ページをお願いします。 

  ３款民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で税住民課に関するものの中で主な変更点は、

中段、１９節負担金補助及び交付金では遺族会活動補助として１８万５，０００円を計上し
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ております。内容につきましては、通例の活動助成５万円と、参拝事業特別助成として２年

に一度の参拝事業に対し１３万５，０００円の補助を計上しているところでございます。 

  ５２ページをお願いします。 

  下段、２８節繰出金におきまして、国民健康保険特別会計繰出金を１，３０８万

７，０００円計上しております。これは対前年で比較しますと２２万２，０００円減額して

いるところですが、国保の都道府県化に向けて国の保険基盤安定支援分の増額分を含んでい

るところでございます。それ以外は前年とほぼ同額を見ているところでございます。 

  次に、５４ページをお願いします。 

  下段、国民年金事務費につきましては、旅費、需用費とも前年度と同額を見ているところ

です。 

  続きまして、５７ページでございます。 

  下段、児童福祉費、児童福祉総務費での主な変更点は、７節賃金で税住民課分として公園

除草等の作業員賃金で３２万８，０００円を計上しております。これにつきましては、作業

員単価の見直しにより増額しております。 

  ５８ページをお願いします。 

  １３節委託料で、公園遊具点検委託料として２９年度からは劣化点検に加えまして超音波

測定による非破壊検査を含む点検を計画しており、委託料としまして１０万８，０００円を

計上しております。以下、税住民課に関するものにつきましては前年と同額でございます。 

  次に、６１ページをお願いします。 

  ４款衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費での主な変更点では、中段、７節賃金で、火葬

場周辺の管理の作業員賃金で７万３，０００円を計上しております。これにつきましても作

業員単価の見直しにより増額しております。 

  続いて、６４ページをお願いします。 

  衛生費、清掃費、塵芥処理費でございます。塵芥処理費での主な変更点は、１８節備品購

入費で資源ごみのリサイクルと回収を促進するため使用済み小型家電の回収ボックス１基の

購入設置を予定しており、１６万８，０００円を計上しております。 

  次に、１９節負担金補助及び交付金で、生ゴミ処理費補助として４万６，０００円を計上

しております。対前年で１万７，０００円の減となっているところですが、処理機別の対象

機数を実績に基づいて生ごみ処理機、コンポストとも２基ずつで調整した結果の減額となっ

ております。なお、不足が生じましたら追加補正で対応する予定でございます。 
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  また、相楽東部広域連合分担金、衛生分で４，５３６万７，０００円を計上しております。

対前年で１０７万６，０００円減額となっており、これは普通分担金の減額分が主な要因で

ございます。 

  また、昨年度まで１３節委託料で計上しておりました大阪湾広域廃棄物埋め立て処理場調

査委託に関する費用は、今年度より１９節負担金補助及び交付金に組み替え、大阪湾広域臨

海環境整備センター負担金と細節名も改めて、２，０００円で計上しております。 

  そのほかは前年度とほぼ同額を計上しているところでございます。 

  次に、下段のし尿処理費でございます。本年度は３，０５９万６，０００円を計上してお

り、前年度と比べますと７９万１，０００円の増となっております。これは、１１節需用費、

印刷製本費で、これまで相楽郡広域事務組合が一括印刷しておりましたし尿汲取券を２９年

度分より各市町村で対応することとされましたので、そのし尿汲取券の印刷代で４３万

２，０００円の新規計上をしているところでございまして、それが主な増の要因でございま

す。 

  最後に、循環型社会形成推進交付金はいわゆる合併浄化槽補助金でございますが、５人槽、

７人槽とも２基ずつで、前年度同額の１８９万２，０００円を計上しております。 

  以上で税住民課が所管します歳出予算の説明を終わります。 

議長（杉岡義信君） 続きまして、保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  それでは、保健福祉課が所管します歳出予算の主な部分につきまして御説明申し上げます。 

  科目としましては、４７ページの民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でございます。説

明は、ページをめくっていただきまして５０ページから入ります。 

  １３節委託料でございますが、この段の最後に障害者基本計画策定委託料ということで、

これは３町村合同でやっております。３カ年ごとに策定しておりますが、本年度１５８万

４，０００円、皆増でございます。 

  それから、５１ページにまいりまして、１９節負担金補助及び交付金の中で７段目ぐらい

に社会福祉協議会補助８８０万円、ボランティアコーディネーター２５７万３，０００円を

計上しているところでございます。ここにつきましては、昨年度は京都府の補助事業を受け

まして、絆ネットコーディネーターという事業で新たな地域コミュニティーの醸成で人件費

相当額も含んだ事業を展開しておりました。２７、２８の２カ年で助成事業を終えて、一定

自立を促すところでございますが、実際問題としまして事務というのは継続で残ってきます。
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そういう中で、社会福祉協議会の２９年度は人事異動が予定されております。総体的には減

る中ではございますが、最初の説明で不足したところでございます。この部分につきまして

は人件費です。人件費充当額です。２９年度、社会福祉協議会で人事異動がされる中で総体

的には減ります。ただ、今までやってきた絆ネットコーディネーターの実績等を踏まえて対

前年の予算を確保させていただいたというふうな経過でございます。 

  それで、次に５２ページ、２０節の扶助費の中では障害児（者）医療費助成ということで、

過日、条例のところで福祉医療費一部改正ということを御可決いただいた中で、対前年でい

えば１８０万円の減額となっております。 

  それから、５４ページの老人福祉費に入りまして、説明は５５ページの１３節委託料のと

ころに入ります。実際は５６ページの中を見ていただきたいと思います。その上段のほうに

介護予防・生活支援事業（外出支援サービス事業）２３７万６，０００円というのがござい

ます。これは一定、介護認定を受けられた方で病院の送迎をしている事業ですが、やはり

年々増加してございます。本年度におきましては対前年１７万円弱の増加を見ているところ

でございます。受け入れ態勢の課題はありますが、今後需要がふえてくるところでございま

す。 

  それから、その下に介護保険計画策定委託料２５６万円、これも去年からアンケートで継

続事業を組んでいるところでございますが、計画としては３年に一度の新規計画というふう

なことでございます。この計画につきましては、３０年度から新たな介護保険料を設定して

いく必要がございます。それにはやはり根拠を持った需要予測というものが成り立つわけで

ございまして、また住民の皆様には事細かなアンケートを御協力いただいた中で、それをも

とに正確な計画を樹立していきたい、努めていきたいと考えております。 

  それから、１８節の備品購入費、ここでは業務備品１９万円を計上しているところでござ

います。これは新たな事業でございまして、ちょっと説明不足で業務用品ということで書い

ておりますが、中身は、２８年度に介護予防サポーター養成事業というのを今実施していた

だいております。職員のほうでいろいろ工夫いただきまして、募集をしております。そうい

う養成した人が実際に住民に使っていただくための機材を購入する事業でございます。これ

も交付金事業で予定をしております。 

  それから、２０節の扶助費の中では、５６ページの最後に重度老人健康管理事業という名

称になっておりますが、内容は、過日御可決いただいた福祉医療費の一部改正によりまして、

対前年で約９０万円弱の予算減となっております。６４０万４，０００円でございます。 



１９ 

  それから、５７ページにまいりまして繰出金でございます。介護保険特別会計繰出金につ

きましては、やはり給付費の伸びによりまして対前年１００万円ほど上がっております。

３，５３６万５，０００円、それから後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、さら

に対前年で１４０％になりました。繰出金としましては４，３６９万４，０００円というふ

うなことでございます。いずれも法定繰出金でございます。 

  それから、５７ページの中段、民生費、児童福祉費、児童福祉総務費でございます。主に

児童クラブの経費をここで計上しているところでございます。 

  ５８ページにまいりまして、扶助費では児童手当を見ております。児童手当につきまして

は、残念ながら対象児童が減少いたしますので本年度は６４９万円の計上となっております

が、対前年で見れば１３０万円ほどの減額というふうになっておるところでございます。 

  それから、２目の保育園費でございます。比較としましては、１７４万８，０００円増加

の３，３６６万９，０００円の予算計上となっております。 

  中身としましてはそれぞれあるわけでございますが、大きな観点から申しますと、２８年

度は予算は１７名で見ておりましたが、実態は２１、一時的には２２名になったかと思いま

す。現段階でございますが、入所の申し込みは１５名でございます。予算は１６名で見てい

るところでございます。 

  それから、６１ページ、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費でございます。この中で特

に御説明申し上げるところにつきましては、１３節の委託料、食生活改善推進連絡会１０万

円等ございます。実は、笠置町の食生活改善推進協議会につきましては本年度、郡、府の参

加につきましては休会という決断をされました。こういう地域のコミュニティー活動という

のが徐々に弱体化しているというのはここにもあらわれてきているところでございますが、

中身につきましては、一旦休会はしますが町の活動はこれまで以上に頑張るというふうなお

声をいただいておりますので、行政としましても今まで以上にサポートしていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

  それから、６２ページの予防費でございます。予算的には、８８万８，０００円増額の本

年度は８３４万８，０００円を計上しているところでございます。この増加要因につきまし

ては、乳がん検診が国の指針に基づいて２年に１回、隔年で実施しておりますことから、本

年度実施年でございますので、ほぼその分が増加になっているところでございます。 

  それと、１３節の委託料で基本健診の健康診断４５８万４，０００円というのが大きな比

率を占めているところでございますが、この動向につきましては、笠置町については１人当
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たり医療費というのが府下で一番高い、健診率が低い、この因果関係についてはここ最近特

に注目を浴びてきているところでございまして、２８年度から健診率向上のために関係職員

いろいろ工夫して取り組んでいるところでございまして、２９年度も引き続き健診率の受診

率アップに努めてまいりたいと考えているところでございます。 

  それから、６３ページ、診療所費につきましては、対前年２４９万円の減で１，１０４万

８，０００円の予算を組んでいるところでございます。内容につきましては、１９節負担金

補助及び交付金で山城病院の負担金が対前年で減っております。経営努力といいますか、そ

ういう形で９３５万６，０００円を計上していると。休日診療分につきましてはそんなに大

差ございません。１６６万２，０００円の計上ということでございます。 

  それから、４目の介護保険費につきましては対前年８万１，０００円減の１５６万

４，０００円、この中身は老健山城の負担金でございます。前年並みでございます。 

  保健福祉課の説明は以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 続きまして、人権啓発課長。 

人権啓発課長（増田好宏君） それでは、人権啓発課が所管します歳出について御説明します。 

  ４９ページをお願いします。 

  民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で８節報償費２９万８，０００円、これのうち人権

講座講師料、人権問題啓発事業の補助金の対象になっている分でございますが、これが

２０万円、それと南山城村との合同職員研修の講師料の折半の２万５，０００円、１１節需

用費で消耗品費のうち２３万７，０００円、これにつきましては、駅頭啓発と公開講座に使

う啓発物品の購入費用と、人権の花運動の消耗品を購入する費用でございます。 

  印刷製本費のうち１７万７，０００円、これにつきましては人権カレンダーを８００部作

成する費用でございます。 

  続きまして、５２ページをお願いします。 

  民生費、社会福祉費、社会福祉施設費の中で本年度は７５８万円、昨年度より

５，６２２万６，０００円減っております。これにつきましては、笠置会館の大規模改修工

事に係るものが減額となっております。 

  １節の報酬につきましては、２７年６月議会で改正可決していただきました部落差別を初

めとするあらゆる差別撤廃人権擁護に関する審議会の委員報酬としまして１２人分の報酬を

見ております。 

  続いて、賃金３５０万６，０００円、本年度、アルバイト賃金で１００万円を計上してお
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ります。現在おられる嘱託職員の方が退職されるということで、アルバイト賃金として

１００万円上げております。大きなものとしましては地域福祉事業、ヘルストロンのアルバ

イト２名がおりまして、交代の延べ１日１名という形になっておりまして、１７６万円を計

上しております。給食サービス等を作成する７名分の１１カ月の賃金６２万９，０００円を

計上しております。 

  報償費で３７万４，０００円、これにつきましては生け花講座１回５，０００円の２２回、

陶芸講座１回１万円の２２回を計上しております。 

  旅費につきましては普通旅費で２１万２，０００円、需用費１６０万１，０００円、これ

につきましては消耗品費や給食サービスの消耗品、また新聞等の購入費用でございます。 

  燃料費としましては公用車のガソリン代、食糧費で給食サービスの材料及び来客用のお茶

代を計上しております。光熱水費は電気代、ガス代でございます。 

  １２節の役務費２３万７，０００円、電話代としまして１３万８，０００円を計上してお

ります。手数料は本年度上げておりますが、現在あります旧テレビの廃棄手数料としまして

３，０００円を計上しております。あと、浄化槽のくみ取りと法定点検の費用です。 

  委託料につきましては、ヘルストロンの保守点検、浄化槽管理委託等を計上しております。 

  続きまして、５４ページをお願いします。 

  使用料１７万６，０００円、土地借上料、駐車場用地としまして例年借りております土地

の借上料が１６万７，０００円及び公用車動員時に使用します高速通行料及び駐車場代とし

まして９，０００円、１６節の原材料は２３万円、大きなものとしましては生け花の本人負

担以外の負担１４万円を計上しております。 

  備品購入費で５万５，０００円、これにつきましては今回初めてですが、先ほど投棄手数

料を見ておりますブラウン管テレビの買いかえに係る費用を５万５，０００円計上しており

ます。 

  １９節負担金補助及び交付金としまして９９万８，０００円、人権同和教育研究集会等参

加負担金としまして２６万６，０００円、文化祭補助としまして４０万円、今年は今週の木

曜日、金曜日で展示品のみ開催いたします。皆さんもおいでください。あと、京都府及び山

城隣保館協議会の負担金５万５，０００円、人権政策確立要求実行委員会の負担金４万

５，０００円、山城人権ネットワーク推進協議会の負担金が２３万２，０００円でございま

す。 

  以上です。 
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議長（杉岡義信君） 続きまして、建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  それでは、建設産業課が所管いたします歳出予算の御説明をさせていただきます。 

  予算書の６５ページをお開きください。 

  下段でございますが、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度予算額

１７３万８，０００円を計上させていただいております。内訳といたしましては、委託料以

外は前年度と同額を計上させていただいているところでございます。 

  まず、１節の委員報酬につきましても、本年７月から新たな農業委員会制度が始まるわけ

でございますが、７月以降の委員数につきましても現行委員と同じく１０名とするというこ

とで昨年、条例可決していただきましたところでございます。したがいまして、現行と同じ

く１０名分ということで報酬を計上させていただいておるところでございます。 

  ４節の共済費につきましても、同じく１０名分の公務災害共済の掛金となっております。 

  ９節旅費につきましては普通旅費として７万７，０００円を、１０節交際費、こちらにつ

きましては会長交際費として１万円、それぞれ前年度と同額でございます。 

  １１節の需用費で１７万５，０００円を計上させていただいておりますが、大きなものと

いたしましては印刷製本費で、毎年発行させていただいております農業委員会だよりの印刷

費を計上させていただいておるところでございます。 

  一番下段の１３節委託料でございますが、農地情報管理システム保守ということで３２万

４，０００円、こちらのほうが前年度よりほぼといいますか、倍額に総額しております。こ

ちらにつきましては、一昨年の農地法の改正に伴いまして農地台帳等で公表していかなけれ

ばならないという科目、項目がふえたということで、システムの変更が昨年行われたところ

でございます。平成２９年度からは新たなシステムということになってまいりまして、それ

に伴いますシステム保守料が値上がりをしたということでございます。 

  次の６６ページをお願いいたします。 

  引き続き、１４節の使用料及び賃借料でございますが、こちらのほうにつきましては、京

都市内での会議等ございます際の駐車料金代ということで４，０００円を計上させていただ

いております。 

  １９節の負担金補助及び交付金につきましては、節の内訳にありますとおり、それぞれ農

業委員会活動補助金１０万円と農業会議会費５万４，０００円を計上させていただいておる

ところでございます。 
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  続きまして、２目農業総務費でございます。本年度予算額１，０８４万４，０００円、こ

ちらにつきましても人件費以外の旅費の部分が建設産業課にかかわってくる部分でございま

すが、こちらにつきましては前年度と同額でございます。４万８，０００円を普通旅費とし

て計上させていただいておるところでございます。 

  次に、下段でございますが、３目農業振興費、本年度４５万３，０００円を計上させてい

ただいております。こちらにつきましては、昨年度と比較いたしまして経営所得安定対策事

業に係る事務費、それから協議会への補助金等が若干減少しておるというところでございま

す。 

  節の区分といたしまして、需用費で１６万２，０００円、内訳といたしましては消耗品費

１５万円、燃料費１万円、消耗品費につきましてはパソコンのプリンター、トナー代等を計

上させていただいておるところでございます。 

  次の６７ページでございますが、１９節負担金補助及び交付金２９万１，０００円を計上

させていただいております。内訳といたしましては、説明欄に記載させていただいておりま

すとおり、それぞれ協議会等への分担金、負担金、会議費等を計上させていただいておると

ころでございますが、先ほども申し上げましたとおり、一番下の経営所得安定対策制度推進

事業補助金、こちらは笠置町農業再生協議会への補助金ということになっておりますが、こ

ちらのほう、前年の３０万円から２５万円に減額させていただいておるところでございます。 

  続きまして、４目農地費でございます。本年度予算額は１８万８，０００円で、ほぼ前年

度と同額を計上させていただいておるところでございます。 

  節の区分といたしましては、７節賃金で作業員賃金といたしまして７万５，０００円、

１１節需用費で消耗品費３万円、こちらは積算参考図書の購入費用でございます。燃料費と

して５，０００円、公用車等の燃料代を見込んでおります。 

  １４節使用料及び賃借料３万８，０００円につきましては、機械等の賃借料を計上させて

いただいておるところでございます。 

  １６節原材料費は２万円、修繕用の原材料等を見込んでおるところでございます。 

  １９節負担金補助及び交付金につきましても、説明欄に記載がありますとおり、それぞれ

京都府土地改良連合会への負担金並びに農村振興技術者連盟会の負担金をそれぞれ計上させ

ていただいておるところでございます。 

  下段でございますが、５款農林水産業費、２項林業費、１目林業総務費、こちらにつきま

しては前年度と同額、旅費の普通旅費で３万円を計上させていただいておるところでござい



２４ 

ます。 

  次に、２目林業振興費３０５万７，０００円を計上させていただいております。こちらに

つきましては、節の内訳といたしまして１１節消耗品費で１万５，０００円、次のページに

なりますが、公用車燃料費で１万５，０００円、それと印刷製本費で４，０００円、この印

刷製本費につきましては、毎年年末に各戸に配布させていただいております門松カードの印

刷代ということになっております。 

  １３節の委託料、こちらにつきましては前年度と同額でございますが、有害鳥獣捕獲業務

の委託料を計上しております。 

  １９節の負担金補助及び交付金、こちらにつきましては２３８万３，０００円を計上させ

ていただいておるところでございますが、内訳につきましては森林組合補助金、それから林

業振興会負担金、狩猟事故共済保険料助成、これにつきましては前年度と同額でございます。

一番下の森林整備事業といたしまして２００万円を計上させていただいておるところでござ

います。こちらは、昨年まで間伐推進事業として実施していましたものでございますが、先

ほど歳入の中でも説明がありましたとおり、豊かな森を育てる府民税市町村交付金、これが

昨年度から始まりまして、これを財源に事業を若干拡大させていただいておるというところ

でございます。 

  続きまして、３目の林道維持費、本年度予算額５０１万９，０００円、昨年と比較いたし

ますと２２４万８，０００円増額となっておりますが、中身といたしましては維持管理に要

する経費を増額させていただいておるところでございます。 

  節の区分といたしまして、７節賃金、こちらにつきましては作業員賃金ということで、前

年度１３万９，０００円であったものを今年度３３万２，０００円に増額させていただいて

おるところでございます。 

  １１節需用費、こちらにつきましては消耗品費で草刈り機等の替え刃等購入費用、それか

ら燃料費では公用車や草刈り機等の燃料費、これは前年度と同額を計上させていただいてお

るところでございます。 

  １３節の委託料２５０万円、こちらにつきましても昨年度と同様、林道維持管理委託とい

たしまして除草作業の業務委託を予定しておるところでございます。 

  １４節の使用料及び賃借料、こちらにつきましても、建設機械等の賃借料でございますが、

維持管理費用の増額ということで、昨年度と比較いたしまして５万円ほど増額させていただ

いておるところでございます。 
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  １５節の工事請負費２００万円、維持修繕工事でございますが、こちらにつきましては現

在、林道切山線での水路清掃を実施したいということで予定しておるところでございます。 

  １６節の原材料費につきましては修繕用の原材料費、それから１９節の負担金補助及び交

付金につきましては、前年度と同額、林道研究会への会費を計上させていただいておるとこ

ろでございます。 

  次に、７２ページをお願いいたします。 

  下段でございますが、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費でございます。本年

度予算額は２，５２８万円となっておりまして、ほぼ前年度と同額ということになっており

ます。このうち、人件費を除きました建設産業課が所管いたします部分につきましては、次

の７３ページでございますが、中ほどから９節旅費といたしまして普通旅費を７万円計上さ

せていただいております。 

  １１節の需用費では消耗品費といたしまして２７万円、こちらの内訳といたしましては、

事務用品等に加えまして積算の際の単価資料、それから拡大コピーに係ります消耗品費等を

見込ませていただいておるところでございます。 

  印刷製本費につきましては、前年度１６万円を計上させていただいておりましたが、本年

度５，０００円ということでさせていただいております。これにつきましては、先ほど消耗

品費の中で積算の際の単価資料と申し上げましたが、印刷製本費で計上しておりましたもの

を消耗品費のほうに科目がえをいたしましたので、このような形になっております。 

  修繕料につきましては、現在、町で保有しております測量機器等が万が一故障した場合の

修繕料ということで見込んでおるところでございます。 

  １３節の委託料につきましては、設計図面等をコピーさせていただきます拡大印刷機の保

守委託料ということで、前年度と同額の１３万円を計上させていただいております。積算シ

ステムの保守につきましては１１０万円を計上させていただいております。この積算システ

ムについては本年度、平成２８年度導入していただいたところでございます。当初はシステ

ム構築費として５０万円が別途必要でありましたが、２９年度は２年目ということでこれが

不要になりましたので、その分が若干減少しておるというところでございます。 

  １４節の使用料及び賃借料につきましては、こちらの内訳に記載しておりますとおり、駐

車場や通行料等１万円、それから、先ほどから出ております積算に係ります資材単価データ

等の利用料１５万８，０００円を計上させていただいておるところでございます。 

  １９節の負担金補助及び交付金につきましては、同じく説明欄に記載しておりますとおり、
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それぞれ協会、協議会等への負担金、分担金ということで計上させていただいておるところ

でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  中段でございますが、７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持費、本年度予算額

２，５９７万９，０００円でございます。 

  節の区分といたしまして、７節賃金７３万５，０００円、こちらにつきましては作業員賃

金ということで計上させていただいております。 

  １３節の委託料１１５万円、内訳といたしましては草刈り委託といたしまして１５万円、

こちらにつきましては、毎年飛鳥路区さんのほうにお願いをしております有市柳生線の草刈

り業務委託でございます。 

  続きまして、舗装調査業務、それから維持修繕工事設計業務、それぞれ５０万円ずつを計

上させていただいておるところでございます。 

  １４節の使用料及び賃借料３５万４，０００円、こちらにつきましては先ほどと同様、建

設機械等の賃借料を計上させていただいておるところでございます。 

  １５節の工事請負費２，３３０万円、こちらにつきましては、内訳といたしましては道路

維持修繕工事として２００万円、舗装修繕工事として１，０００万円、道路附属物修繕工事

といたしまして４００万円、道路維持修繕工事、こちらは除草等の工事の部分でございます

が３３０万円、それと最後に道路のり面修繕工事として４００万円を計上させていただいて

おるところでございます。 

  １６節の原材料費につきましては、セメントや簡易舗装材等という修繕用の原材料費を

４４万円計上させていただいておるところでございます。 

  次の７５ページでございますが、３目道路新設改良費、本年度予算額９，５５０万円とい

うことで、対前年度との比較で大幅な増となっております。 

  このうち、１３節の委託料、それから１７節の公有財産購入費、２２節の補償、補填およ

び賠償金につきましては、今現在、町道笠置有市線の改良計画を行っておるところでござい

ます。この改良計画に伴う交付金等財源確保のため、概算で計上させていただいておるとこ

ろでございます。 

  １５節の工事請負費４，５００万円、こちらにつきましては、かねてから継続しておりま

す笠置山線の改良事業ということで、前年度は当初で１，８００万円の計上をさせていただ

いておりましたところですが、今年度は当初４，５００万円ということで交付金等の要望も
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行っておるところでございます。 

  次に、４目橋梁維持費でございますが、本年度予算額２，７５７万５，０００円で、前年

度と比較いたしますと１，３７０万円の減少となっております。大きなものといたしまして

は、橋梁点検業務等で７００万円、昨年度と比較して減少しておる部分がございます。 

  節の区分といたしましては、７節の賃金で作業員賃金として１８万６，０００円、それと

１３節委託料で、今年度につきましては補修設計業務２２０万円を計上させていただいてお

るところでございます。 

  １４節の使用料及び賃借料、こちらも建設用機械等の借り上げということで８万

９，０００円、それと１５節の工事請負費、こちらは橋梁補修工事といたしまして潜没橋の

補修を本年度予定しておるところでございます。 

  １６節の原材料費１０万円につきましては、先ほどと同様、補修用のセメント等の原材料

費を計上させていただいておるところでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ７６ページでございますが、７款土木費、３項河川費、１目河川総務費、本年度予算額

８万６，０００円を計上させていただいております。 

  節の区分といたしましては負担金補助及び交付金となっておりまして、それぞれ説明欄に

記載しておりますとおり、各団体からの負担金で通知額等に基づきまして計上させていただ

いておるところでございます。 

  ２目の河川改良費、本年度予算額５１万２，０００円、こちらにつきましてもほぼ前年度

と同額を計上させていただいておるところでございます。 

  節の区分といたしましては、７節賃金で作業員賃金１８万２，０００円、委託料１０万円、

こちらも毎年、東部区さんのほうにお願いをしております不動谷川の草刈り業務の委託とい

うことで、本年度も同額で計上させていただいておるところでございます。 

  １４節の使用料及び賃借料、それから１６節の原材料費につきましては、先ほどの項目と

同じように、建設機械並びに補修用の原材料費をそれぞれ計上させていただいておるところ

でございます。 

  下段になりますが、７款土木費、４項住宅費、１目住宅総務費本年度予算額１万円でござ

いますが、こちらにつきましても前年度と同じく、旅費、普通旅費といたしまして１万円を

計上させていただいておるところでございます。 

  ２目の住宅管理費２，５３５万２，０００円、こちらにつきましては前年度と比較いたし



２８ 

まして１，１９０万５，０００円増額となっております。 

  内訳を申し上げますと、節の区分で１節報酬４万４，０００円、こちらにつきましては住

宅の入居選考委員会の報酬ということで４万４，０００を計上させていただいております。 

  ７節賃金、こちらにつきましては大工等賃金ということで、町営住宅内の小規模修繕等を

お願いする際の賃金を計上させていただいておるところでございます。 

  １１節の需用費ではそれぞれ消耗品費、燃料費、修繕料ということで計上させていただい

ておりますが、修繕料につきましては、内部建具等の小修繕が必要な場合の費用ということ

で計上させていただいておるところでございます。 

  １３節の委託料９００万円でございますが、こちらにつきましては、まず耐震診断の委託

料といたしまして７００万円、有市団地のＦ棟、Ｇ棟、この２棟の診断を行う予定をしてお

ります。それと、次のページに移りますが、町営住宅長寿命化計画更新業務ということで、

これは以前に策定いたしました長寿命化計画、これの中間見直し等を行うというふうになっ

ておりまして、本年度、耐震診断等を行っておらないような奥田住宅や後谷住宅等、今後ど

のような方向で進めていくのかというようなところの検討も含めて更新業務を行うというこ

とで計上させていただいておるところでございます。 

  続きまして、１５節の工事請負費１，４００万円でございます。こちらにつきましては、

バリアフリー化工事といたしまして、これは浴室改修になるわけでございますが、８５０万

円、現在のところ有市団地のほうで４戸できればということで予定をしております。それと、

次の維持修繕工事、こちらにつきましては団地内の除草工事ということで２００万円を計上

させていただいております。 

  空き家除去工事、こちらにつきましては本年度も１戸実施する予定でございますが、奥田

団地のほうで１戸取り壊しを行いたいということで計上させていただいておるところでござ

います。 

  １６節の原材料費につきましては８０万円、前年度と同額、修繕用材料ということで計上

させていただいておるところでございます。 

  最後に、１９節の負担金補助及び交付金１０万円でございますが、こちらは、町営住宅へ

例えば新たに入居者があった場合、地デジの工事等を行う必要があるということで、それの

負担金１０万円を計上させていただいておるところでございます。 

  建設産業課の説明は以上でございます。 

議長（杉岡義信君） この際、１０分間休憩します。 
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休  憩   午前１１時１５分 

再  開   午前１１時２５分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  これから質疑を行います。 

  質疑につきましては、全ての議案に対し、同一議題について３回ですので申し添えます。

なお、質問される方はページ数をお願いします。 

  質疑ありませんか。向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  予算書のページ２９には時間外勤務として９５０万円が計上されていますけれども、この

時間外勤務、どういったことを想定されて計上されているのでしょうか、その内容について

答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問されました職員手当の中の時間外勤務について説明させていただきます。 

  時間外勤務につきましては、通常業務時間内に終了しなかった場合であったり休日出勤、

休日につきましては代休という措置をとっておりますけれども、時間数によりましては時間

外勤務手当を支払っているというところでございます。 

  それとは別に災害時等の出動手当というのを組んでおりまして、こちらにつきましては警

報発令時に職員が出動したときに対処する手当としておりますので、通常の時間外勤務につ

きましては、業務が時間内に終わらなかった、また保育所等におきましては早朝保育であっ

たり延長保育であったりということもございますので、それに対応するための時間外勤務を

計上させていただいています。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  災害時等緊急時の場合はどうなるかというのは最初に想定がなかなか難しいと思うんです

けれども、常態的な業務の場合はできる限りやはり時間外勤務というのは是正をされていく

べきだというふうに考えるんです。その点についてはどのようなお考えでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 
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  向出議員おっしゃるとおり、勤務といたしましては通常時間中に計画的に終わらせてもら

うというのが原則だと思っております。確かにここ数年は地方創生の事業も多くあったり、

職員にかなりの負担をかけているというところもございます。今回、さきの１日目の議会で

定数条例も見直していただきましたので、職員の負担も平準化するようにいろいろと工夫は

必要かなと思っております。おっしゃるとおり、職員に負担がかかっている、それが常態的

に続いているということであれば、組織の見直しということも必要なのかなと考えています。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。坂本君。 

６番（坂本英人君） ６３ページ、保健衛生費、診療所費、１９節の負担金、広域事務組合分

担金の休日診療なんですけれども、現在、笠置町民は休日診療を何名ぐらい年間使われてい

るのか、お聞きしたいです。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御質問でございます。本年度、２８年度は先月まではゼロ人でござ

いました。２７年度は一、二名という記憶がございます。 

  以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） それに対して経費というのは今幾らほどかかるのでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  予算書で１６６万２，０００円、これが休日診療にかかる分でございます。積算基礎でご

ざいますが、経常経費、それから運営経費というふうに広域事務組合の分担金条例に基づい

ております。経常経費は幾らかかる、運営経費は幾らかかる、そこで均等割と人口割という

ふうなことで、今、細かな積算資料は持ち合わせておりませんが、詳しい資料は、もしよろ

しければ後日提示させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ゼロ人という人数に対してこれぐらいの経費がかかるということを住民

の方にも知っていただいて、それこそ縦割り行政なんで、こういう住民サービスがあるとい

うことを、これからはＩターンもそうですしＵターン、移住計画ともに組み合わせて、一つ
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の事業としてこの経費が無駄にならないような努力ができないものかということを行政が一

つになって考えていただきたいと。少しそういう人数が少ないという話を聞きましたんで、

実際、経費がこれぐらいかかっていて、今、地方創生でこういう動きがある、じゃ一つにな

ればこの経費が無駄にならないという努力ができないものかということを考えていただきた

いと思います。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  坂本議員が今言われました点につきましては、所管課としてもそのとおりだと思います。

この診療所を有効に利用していただけるようにＰＲするというのも大事ですし、よりよく利

用してもらう体制を整えるというのも必要かと思います。その辺は費用対効果としてはなか

なかあらわれにくいところでございますが、言われました点につきましてはこれからもっと

重点的に取り組んでいきたいと考えております。 

  以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  ９８ページに書いてありますように、笠置有市間改良事業５，３００万円計上されている

んですが、これに関してお聞きします。先ほど説明は一応聞いたんですが、場所的に有市と

なりますとどのあたりをやられるのか、そういう点、お願いします。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  笠置有市線、確かに最も長い延長の町道でございます。今回計画しております場所につき

ましては、旧長山寺、あの前から西に向かってというか、峠に向かって次の三差路までの間

の約１００メートルの間が幅員が狭いということで、計画をしておるところでございます。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今説明を聞いたんですが、７５ページ、ここに出ております補償、補填及び賠償金

４，３００万円、これは一応そういう今言われました地域についての結果ですか、説明くだ
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さい。 

議長（杉岡義信君） 松本さん、もう一回言うたって。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  もう一度、７５ページの２２項目、４，３００万円、補償費と出ているんですが、この有

市の改修の分が入っているんですか、それをお聞きしたいと思います。わかりましたか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  先ほども説明で概算でということで計上させていただいておるところでございますが、先

ほど説明していただいた部分の１００メートルの間でまだ道路の線形等きちっと決まったも

のはございません。そのうちの部分的なものになってくるんですが、その間の補償費の一部

ということで見込んでおるところでございます。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 今の話なんですが、改修工事されるのはもちろんいいんですけれども、

７４ページに出ています舗装調査業務、この調査をやられる以上は一応ボーリング等の調査

をされて、結果がオーケーということでこの事業は予定を組まれたのか、御説明願います。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  当該改良計画につきましては、道路に沿った形でのボーリング調査並びに今現在その道路

周辺におきまして以前に改善事業等で設置した施設等もございまして、その辺の安全対策も

含めてということで調査、対策を今現在検討しておるところでございます。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  調査をされているんですが、その結果が出たんですか。 

  それと、そういう有市地区の工事につきましてはいろいろ府からやってもらいました急傾

斜もありますので、府との兼ね合いも加味した結果のボーリングかどうか、再度お聞きしま

す。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 
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建設産業課長（市田精志君） ただいまの松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今現在、のり面対策等でボーリング調査等をした部分については必要な対策工等について

検討をコンサルタントのほうで行っていただいているところでございまして、今の時点では

まだその結果というものは出ておりません。 

  あと、京都府の施設等との関係でございますが、そちらにつきましては今現在、あわせて

の検討というものは行っておりませんが、今後、京都府とまた相談等をさせていただきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  これにつきましては、予算で上がっている以上、地元等の交渉の同意等はもらっておられ

るんですか。それとまた、説明会もやられておるんですか。その点お聞きします。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  先ほどもお答えさせていただきましたとおり、今現在、道路の線形等の検討も行っておる

ところでございまして、はっきり申し上げまして、用地等の交渉等は一切まだしておりませ

ん。今後、対策等を講じる必要のある部分というのが生じてまいると思いますが、その辺、

どういった中身を行わなければならないかというふうなことがわかってきた時点で、やはり

地元への説明というようなものも検討していきたいと、このように考えておるところでござ

います。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  これ、ボーリング検査をされて府とも調査された結果、もしこれによる事故等によっての

責任は行政がとられるんですか、お聞きします。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  事故等そういうことがないように今現在必要な対策等を検討しておるところでございます

が、当然、町が何らか施工したことが起因するものであれば、それは何らかの形で責任とい

うものを負わなければならないのではないかというふうに感じております。 
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  以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  これは質問しようとは思うてなかったんやけれども、今の関連の７５ページ、ちょっと質

問します。 

  これ、有市線を改良しようという計画ですね、拡幅ね。そのために公有財産購入費として

５００万円、それから補償費として４，３００万円という形で上がっていますけれども、こ

の補償費というのはどういうことで補償が出てくるんですか、説明願えますか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの西岡議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今、あくまで概算という形で計上させていただいておるところでございますが、道路の改

良、拡幅というこういうふうなものを実際に行うというふうになった場合、当然、拡幅対象

となる場所に今現在、民地なり民間の建物、家屋等がございます。そういったものの移転な

り用地の買収の費用というものを概算で計上させていただいておるところでございます。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） ということは、補償費の４，３００万円というのはまだ今これだけとい

う根拠的なものはないということなんですか。 

  それと、購入費ということは土地を拡幅すると当然民地を購入するということになると思

うんですけれども、その購入費は５００万円程度で済んで、補償費がなぜ４，３００万円も

見積もることになるのか、その辺ちょっと納得できひんねんけれども、その辺について説明

してください。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  土地のほう、実際の価格等を決めるに当たりましては不動産鑑定等を行った中で単価とい

うものを決定していきますが、現在、それも行っておりません。補償費につきましては、実

際に家屋が建っておりますので、直近２年ほど前に例えば平田線とかで移転の補償等を行っ

たケースがございます。やはり家屋の補償となるとかなり高額になるということで、あくま

で概算でございますが、そういった形での金額を計上させていただいておるところでござい
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ます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  大体わかりました。というのは、まだちょっと、これ計画的にやるんやったら、その辺ま

での作業はもう終わっておかんとあかんわな。そやから、まだそういうこともできていない

というんやったら、今ここでわけのわからん金額を上げておくのやったら補正か何かで出し

たらどうですか。もうちょっとちゃんとはっきり調査もして、終わった時点でやるというよ

うな形をとったらどうなんですか。それを。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） ただいまの西岡議員の御質問でございますが、実際問題、この

ような移転でありますとか用地の買収というものが行えるというのは、先ほど松本議員の御

質問でもありましたとおり、現在、今道路周辺の旧施設等の安全対策の検討を行っておりま

す。そちらの検討結果が出まして必要な対策というものの方向性が決まった段階での実施に

なろうかと思いますが、ただ、先ほども申し上げましたとおり、これまでからこの事業につ

きましては社会資本整備交付金等を財源にやっておりますし、交付率が年々かなり減少して

きておるという中で改良計画に伴います交付金等の財源確保というような部分も含めて計上

させていただいておるところでございます。また、当初予算に計上することによりまして補

助金、交付金裏といいますか、起債等の借り入れ計画等もつくりやすいといったこともござ

います。 

  しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、実際、今こういった費用の支出というも

のは、のり面対策等の必要な対策が講じられるというようなことが決まった後の話になって

くると思います。 

  以上です。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  違う質問。３９ページ、先ほど企画観光課のほうの説明で、地方創生絡みの駅前広場整備

事業とか、それから駅周辺整備設計委託とか、いろいろ地方創生関係の事業が上がっている

と思うんですけれども、地方創生については今年度、加速金型の交付金とそれから推進型、

推進型は２分の１が町単費でやらなあかんという形でやっている中で、その結果については

今後検討していかんとあかん問題があるんです。これ、地方創生絡みの去年立てた総合戦略、
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５カ年の。これの中で２９年度でやっていくという地方創生絡みの整備事業、これはどれだ

けあるんですか。私、今２件しか言うてませんけれども、ほかにまだあるんですか。その辺

ちょっとお伺いします。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼いたします。 

  推進交付金とか２８年度実施しているところにつきまして、３月末で一応成果なり結果報

告を受けた中で、それをまとめてまた２９年度に、補正にはなってこようかと思うんですけ

れども、そういった部分で計上させていただくことになろうかと思います。 

  ２８年度の成果といいますか、そういったところを精査する中でまた再度補正なりで計上

させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  予算書３８と３９にまたがって、委託料の中で駅周辺整備測量設計委託４００万円、それ

から３９ページの工事請負費で１，６５０万円の駅前広場整備事業、これ、大きな意味で地

方創生でございますが、地方創生交付金事業ではございません。京都府が本年度新たに補助

金要綱を設けました駅再生事業補助金、ちょっと正式名称は違うかもしれませんが、京都府

の交通政策課の所管する補助金のメニューでございます。ただ、事業としましては地方創生

事業の中の一環としてやるんですけれども、補助金メニューとしてはそういうことでござい

ます。 

  その部分で企画観光課と保健福祉課が今の２８年度については一緒に協議なりさせていた

だいた事業でございますので、その点だけ私のほうから説明させていただきました。 

  以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） わかりました。ということは、この事業については別に府の交付金とし

ていただけると、こういうことでよろしいですか。はい、わかりました。 

議長（杉岡義信君） この際、暫時休憩します。 

休  憩   午前１１時５５分 

再  開   午後 １時００分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  質疑はありませんか。向出君。 
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３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  午前中に引き続きまして、戻りますけれども、ページ７５の有市線の改良工事についてで

すが、少し確認しておきたい点がありますので２点ほどお伺いをいたします。 

  先ほど、補償費等については概算として出したということですけれども、４，３００万円

と大変大きな額となっています。こうした工事、のり面のところもあるという場所ですし、

やはりこれだけのお金を使うところでもありますから地元の方への説明等の必要性も出てく

るんではないかというふうに思うんですけれども、こちらのほう、地元からの要望として道

路を拡張してほしいというふうに上がっていたんでしょうか。それから、安全面についてな

どの説明については十分なされていくんでしょうか。その点お伺いをしたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの向出議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  当該箇所の改良につきましては、かなり以前から幾度となく笠置支部のほうから要望があ

ったというふうな話は聞いております。今回の事業化に向けまして平成２５年度に動き出し

て、今現在に至っておるというような経過でございます。 

  あと、地元に対する説明等につきましては、先ほども御説明させていただいておりました

とおり、現在まだ路線の線形等も検討しておる段階でございますし、周辺地域の安全対策等

についても検討しているところでございます。 

  今後につきましては、一定そのような部分が整理できました際には地元等への説明等とい

うものも必要ではないかというようなことも考えておりますので、今後検討していきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  先ほど西岡議員のほうからもありましたけれども、補償費についてなんですが、本来計画

をまだしている段階であれば、土地購入費などは本事業が本体の工事が始まる段階でやって

いくものじゃないかと私も思うんです。懸念されるのは、計画は進めたけれども、例えば土

地交渉について所有者の方が反対をするとか応じられないという状態があれば計画自体がと

まってしまうと思うんです。先ほど、これはあくまで概算であるということで、用地交渉等

まで至っていないという内容の説明でしたけれども、一定のめどなり見当なりというのはつ

けておられるんでしょうか、その辺答弁を求めたいと思います。 
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議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） ただいまの向出議員の御質問でございますが、先ほど来繰り返

しておりますとおり、まだ現在、正式な線形等については定まってはおりません。路線選定

なりといった行為の中で地質の調査等を行う際に地元からそういった要望がある中で、こう

いうふうな計画がありますと、実際にその計画が実施に至る際には協力していただけるよう

な意向があるかといったような程度の把握はやらせていただいておるところでございます。

以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） 今の件で３人の議員の方がいろいろ質問されましたけれども、私は視点

を変わって若干質問させてもらいます。 

  まず、このやる目的と必要性、そして私もこれ、質問する前には、もちろん昔からようあ

そこはウオーキングで歩いて、傾斜地というてわかっておるんですけれども、もう一遍、何

日か前にあの辺の近隣の方に聞き取り調査をしました。そうすると、これは今２５年から

云々とおっしゃったけれども、これはもう立ち消えになったと聞いているという、えっそう

ですかと言われました、何件かの方に。それは、もう私が実際に行ってそういうことをおっ

しゃいました。 

  それと、先ほど出ていますけれども、やはり住民の方の理解が、総意が得られているかど

うか。例えば区長が主導で地域住民の方の理解、やっぱり１００％は無理やけれども、

５０％、７０％、８０％いけばいいんだけれども、その方の恐らくそういう総意があれば賛

成されればいいと思うんです。そういった住民の方の、先ほど説明云々はありましたけれど

も、どうですかとか、やはり住民の方の総意がなければこの工事が進められるかどうか。 

  それと、今予定されている立ち退きとかいう家は何軒ありますか。そして、もし立ち退き

で反対された場合は、この工事はどうされるのか。 

  そして、一番大事なことは、先ほど急傾斜地という話も出ていましたけれども、私もずっ

と峠阪というんですか、向阪との合流点、広場の横に京都の土木事務所の急傾斜地の看板が

かかっておりますわ、どっと。だから、この工事をもしする場合は京都府の許可が要るんか

どうか、ちょっと私も勉強していませんけれども、いわゆるそういう急傾斜地の、もう古く

なっていますけれどもそういう土木事務所の看板がかかっておりました。だから、京都府の

そういう相談というか、京都府がオーケーするんか私もちょっとその辺はわかりませんけれ

ども、京都府の形とはどうなるんだとか、それと、こういう急傾斜地ですから、土木工事を
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やった場合にもしずれたりとかそういった場合、補塡の話も若干出ていましたけれども、一

番心配するところはそこなんですよ。そうやって私もウオーキングで行ったり、それから先

ほど言いましたように下から見ていましたけれども、下の大概のコンクリはもう古くてひび

割れして、ちょっと継ぎ足しているようなところもあります。 

  だから、上に例えばそういうしっかりしたものを建てたかて、下に急傾斜地の住んでいる

方のひび割れとかしているところの土砂が一斉にならへんかとか、そういう心配もしており

ます。一遍、いろいろ言いましたけれども、すみませんがお願いします。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） ただいまの大倉議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  件数がたくさんでしたので、ちょっと私、答えるのが抜けていたりした場合はまた言って

いただけたらと思います。 

  まず、この計画は立ち消えになっていたのではないかというようなお話ですが、いろいろ

と先ほどから申し上げていますとおり、まず線形を当初計画するに当たりまして地形の測量

なり何なりさせていただいて、期間は経過しておりますが、今現在ののり面対策の予算も昨

年度上げさせていただいていた分でございますし、引き続き計画のほうは続けさせていただ

いておったということでございます。 

  この工事をやる目的といいますのはいろいろあるかと思います。実際に今歩いていただい

ているということでありましたら、車が対向できるような場所も少ないというのと、結構な

急勾配の道であるという中で、なかなか対向するとどちらかが下がらなければならないとい

った中で非常に困難だというようなお話も伺っておりますし、今回計画しております間、全

て改良とかができるようでしたら、循環バスも上まで上がれるといったいろんな効果がある

ということで、今回事業化に至ったというふうに聞いているところでございます。 

  あと、急傾斜地との関係でございますが、基本的に急傾斜地のほうは山の関係になってく

るかと思います。今回、道路の部分と恐らく大倉議員がおっしゃっていただいている急傾斜

地、有市は急傾斜地が多いところでございますが、その辺は、朝から質問にもありましたと

おり、近隣に施設があるということで今後、京都府さんのほうとも相談しながらやらせてい

ただく必要はあるのかなというふうに考えております。 

  あと、古い施設等につきまして、これも朝から申し上げていましたとおり、今現在そうい

うふうな部分の安全対策等検討をさせていただいておるというような中身でございます。以

上です。 
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議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） これ、数に勘定せんといて。立ち退きの家は何軒と言ったけれども、ま

だ答えて……。予定の。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 当該区間に存在しております家屋というような話になりますと、

７棟ほどになるかと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 先ほど目的とか私、お尋ねしましたけれども、やはり一番大きな目的は

車の通るという感じで循環バスとかおっしゃっていました。１００メーターぐらいのところ

で、そうするとあれ、私は北笠置からよくウオーキングで東部までずっと歩くんですが、東

部のほうでも結局あのところは狭いんです。だから、その１００メートルだけ、そこを同じ

幅やのに何でする必要性の問題が、目的が、幅を広げる理由がちょっと私にはよくわかりま

せん。 

  車のためだったら、それやったら笠置町全体、切山でもそうですよ。私、切山もようウオ

ーキングしますけれども、あそこでもデイサービスの方、よく毎日走っておられます。御苦

労なことと思います。大変ですよ。だから、あそこでも町バスと行き違いとかなかなかでき

ない、離合できないところがたくさん笠置町はあるんです。だから、そこの１００メーター

だけ何でやろうという必要性があるか、私にはよくわかりません。 

  本当に、先ほど言いましたように南でもそうですよ。やっぱりデイサービスの方、狭いと

ころへほんまに行ってはること、御苦労です。込み入っておられるところも確かにあります。

本当に関心するんですけれども、そういったことを考えたら、そこだけが何でそういう予算

をかけてやらなければならないのかという必要性の問題が私にはわかりません。どうですか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） ただいまの大倉議員の御質問でございますが、確かにおっしゃ

られるとおり、ほかの場所でもほとんど町道というのは１車線ですので、車の対向ができな

いところは多々あると思います。その中で事業化に向けて至った経過というのはいろいろあ

ると思うんですが、以前から引き続き今そういった地元のほうから要望があった中で、今回

事業化の判断をされたということだと理解しております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） それで、今そういう判断と地元の方というけれども、区長の方とか御存
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じかどうか。先ほど言いましたように、私は何件か３日、４日前行って調査しました。家に

わざわざお邪魔して何件かお聞きしました。先ほど言ったように、もうこれは立ち消えにな

ったと聞いているという話をおっしゃっていました。だから住民の総意が得られているかど

うかというのが一番基本なんですよ。だから、そういった問題をぜひとも、今からでも遅く

ないですから、クリアできるように努力をされてほしいと思います。 

  そして、一番大きな問題は、こういう急傾斜地になるので、工事中とか工事後に本当に土

砂災害、今は災害というのはいつ起こるかわかりません。笠置町はここだけと違って、どこ

で起こるかわかりません。だから、そういった工事に起因する、先ほど言ったように下のの

り面とかのコンクリートはほんまに古くてひび割れしているところもたくさんあります。現

地へ行って、見ていただきたいです。 

  だから、そういったところを工事をやって、上だけが本当にきれいになって下がどっとい

ったら元も子もないということなんです。これは人災になる可能性も出てくるんじゃないか

とも思います。だから将来、そういう町が補塡というか、なくなるんやったら、ほんまにそ

の必要らは大変なことになります。けがでもされて、家でも本当に潰れた場合とかどうなる

かということは、やっぱり心配されているんではないかと思います。その辺どうですか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  今の点につきましては、午前中もお答えさせていただきましたとおり、そういったことの

ないように今、必要な対策等について検討させていただいておるというところでございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  少し説明を聞いたんですけれども、再度お聞きします。 

  １６ページです。住宅使用料を本年は２７１万９，０００円計上されていますが、滞納金

が７３万１，０００円です。予算に対して２６％を占めています。これの職員の徴収方法は

どのようになっているのか、また滞納金に対する時効はあるのか、その点説明をお願いしま

す。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの松本議員の御質問でございますが、滞納金に関します徴収体制につきましては、

職員によります文書通知並びに訪問徴収という形をとらせていただいておるところでござい
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ます。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今お聞きしたんですけれども、職員の徴収方法はどのようになっているのか、それと滞納

金に対する時効はどうなっているのかと聞いたはずです。２つ質問したんですけれども１つ

しか答えてくれないということはどういうことですか。私の言い方が悪いんですか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） すみません、大変失礼いたしました。 

  住宅家賃につきましては、滞納の時効というものはございません。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  わかりました。よろしくお願いします。 

  続きまして、２９ページ、時間外勤務手当９５０万円が計上されていますが、時間外勤務

については社会的にも問題があります。何か特別な事業をする案はあるのか、また少なくす

る対策、方法はないのか、この点よろしくお願いします。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  朝からでもちょっと触れさせていただきましたが、時間外勤務手当については地方創生の

事業であったり職員は休日にいろんな事業があったり、出勤してもらった分に対して支払っ

ています。通常業務につきましても勤務時間外に及ぶこともありますので、その分につきま

して支払いをさせてもらっているというところになります。 

  もちろん、休日の出勤になりますと代休措置というところもありますが、職員の負担にも

なっておりますし、職員定数をふやした中で業務の割合であったり内部での事務量の調整で

あったりということは考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  その点はよろしくお願いします。 

  では、続きまして６８ページなんですけれども、ここに林道維持管理委託２５０万円が計

上されています。この維持管理費について具体的に説明をお願いしたいんですが、例えば切
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山林道が工事のため舗装が割れており、側溝が詰まりっ放しであります。この管理も入って

いるのか、御答弁お願いします。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） ただいまの松本議員の御質問でございますが、林道維持費で計

上させていただいております委託料２５０万円につきましては、今現在笠置町で管理してお

ります林道のうち三国越線、横川線、切山線、野田線の除草工事を行うものでございます。 

  それと、林道切山線が京都府の地すべり対策工事によってかなり舗装が傷んでおるという

部分につきましては、これまでから京都府さんの工事が一定終了した時点で部分的な補修等

を行っていただいておるということでございまして、今回予算を計上させていただいている

分には、そういった部分の維持管理の費用というものは含まれておりません。 

  それとあと、水路が詰まっているというお話でございましたが、こちらは先ほど御説明さ

せていただきましたとおり、同じページの１５節の工事請負費、こちらのほうで今年度、切

山線の側溝、水路清掃です。こちらのほうは全部はできないかと思うんですが、部分的にで

もひどいところを中心にやっていきたいということで計上させていただいておるものでござ

います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  そういうことでしたら、舗装の割れ等を十二分に説明してもらって、修理をお願いしたい

と思います。この道は町が管理しておりますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、７１ページなんですけれども、ここに負担金補助及び交付金６７８万

６，０００円が計上されています。その中で９０万円笠置町観光協会補助金が計上されてい

ますが、笠置町観光協会は解散されたんじゃないんですか。この名目はどういうことですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 大変申しわけございません。松本議員御指摘のとおり、観光協

会につきましては解散されて現在、一般社団法人観光笠置となっております。これにつきま

して、先に気がつき訂正させていただければよかったんですけれども、その点でおわびした

いと思います。この項目につきましては一般社団法人観光笠置ということでございます。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  観光笠置なんですけれども、今回７１ページ、商工費、１９節負担金で９０万円の計上が
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ありますが、一体観光笠置に年間、町はどれぐらいのお金を負担しているのか、事業も含め、

ちょっとお聞かせいただきたい。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） ただいまの坂本議員の質問にお答えしたいと思います。 

  補助金につきましては、以前の観光協会のときから９０万円でずっと来て、その分を

９０万円ということで同じ金額を上げさせていただいております。 

  それと、観光笠置へは、１３節の委託料で上から３つ目の公園清掃委託３００万

３，０００円、これについては京都府からの全額委託金が入っています。それと、その下の

河川敷草刈りで５４万円、それと駅前装飾で春夏秋冬造花というんですか、あれを飾ってい

ただいているのが２０万６，０００円、それだけです。委託料として観光笠置でお世話にな

っているのは以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 坂本です。 

  結構なお金が観光協会に入っていると思うんですが、ならば、し尿だったりとか清掃だっ

たりとか自分たちで賄えないお金なのかなと思う疑問が一つと、観光笠置が今そういうふう

に町の補塡で運営を行っていると。観光笠置という団体は一体何を目的として今動いていら

っしゃるのか、わかる範囲でいいんですが、お聞きしたいです。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 坂本議員の質問にお答えしたいと思います。 

  十分な回答になるかどうかわかりませんけれども、笠置へ来ていただく誘致、町の活性化

に向けた取り組み等、そしてまた連携できるであろうところ等の協議、そういったところで、

やはり笠置の活性化に向けた取り組みをいろいろと考えてやっていただいているんではない

かというふうに思っております。十分な回答ではないかもしれませんけれども、そういった

ところです。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 坂本です。 

  僕のイメージですと、まちづくり会社も含めですけれども、こういう出先機関がふえるた

びに町の出資がふえて、一体何をやっているのか、ちょっと見える化が薄いように思われま

す。そして、僕の感覚で申しわけないんですけれども、観光笠置の主な動きが大きく思える

のは河川管理なのかなというような印象を今受けております。 
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  河川、いろいろな難しいことがあるということはよく聞きますけれども、平成２３年４月

に国の規制緩和により、河川の利用がすごく緩いものになってきていると。実際、埼玉県だ

ったりとか大阪だったりだとかというところでは、河川の利用を含めてまちを運営していっ

ているということが多く見受けられます。 

  僕の知っている限りでは、笠置の河原、キャンプ場は占用にかかっているかと思うんです、

町の。だったらなぜ運営しないのか。都会の河川はこんなに開かれた場所になっているのに、

年間、今笠置の河原には、ボルダー、カヌー、キャンプを含めたら７万人ぐらいのお客さん

が来ているというふうに認識しています。そのうちキャンプ場には５万５，０００人ほどの

観光客が来られているように思います。単純にその方々に５００円のお金を落としてもらえ

るような仕組みをつくれば、２，５００万円から３，０００万円のお金が動くんですよ。な

ぜ、この小さい笠置の町でできないことが、あの大きい自治体ではいとも簡単にできて、何

がそうさせるのか、町はこれに対してどう思っているのか、ちょっとお聞きしたいんですが。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  ２３年から河川法が変わったんですか、管理が緩くなった、そういうことで、もっといろ

んな使い方があるじゃないかと、そういう提案をいただいたと思います。そのことについて

は、また観光笠置の方ともお話を進めさせていただいて、改善していけたらなと思っており

ます。 

  なぜ町で管理しないかということだと思うんですけれども、一度観光協会が解散をされま

した。そして新たに観光笠置が立ち上がったわけですけれども、私も観光笠置の副会長をさ

せていただきました。そういう流れで流れは一番よく知っているわけですけれども、そのと

きに、行政から強く強く観光笠置のほうで管理してほしいという要請を受けていたわけです。

何度となく町で管理をしてほしいいうことをお答えしていたわけですけれども、それを超え

て、どうしても観光笠置のほうで管理をしてほしいという強い要請を受けて今に至っておる

わけでございます。その辺のことも十分理解をしていただきたいと私は思っております。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 管理だけでいいんですか。年間、管理だけだとランニングばかりかさむ

だけだと思うんです。管理するノウハウができたのであれば、次は運営をしていかなければ

ならないでしょう。そう思うんですけれども、具体的に町が観光笠置に望む運営方法とか、

そういう指導はなされているんでしょうか。 
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議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） まだ観光笠置が立ち上がって２年を経過したばかりでございます。やっ

とやっておられる事業につきましてもスムーズにこなせられるような状況であると私は理解

をしております。河川管理だけではないかとそういう御指摘でありますけれども、今回、河

原にハイキングコースなど、笠置にある自然環境だとか歴史的資源を書かれた大きな看板を

設置されます。それに基づいて、キャンプ場に来られたお客さんをそういうところにも誘導

していこうと、そういうふうな動きもしていただいておりますので、さらなるこれからの活

躍を期待しておるわけでございます。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 皆さん御存じのとおり、笠置には時間がないということは住民さんも含

め皆さん十分知っていただいていると思うんです。２年が早いのか長いのか、それは別とし

て、常に１０年後、２０年後の笠置が見えるような動き方を各種団体も行政も議会も含め、

していかなければならないはずなんですよ。２年でやっととかどうとかこうとかという話で

はなく、常に、じゃなぜ５年で計画が立てられていないのか、じゃ前の観光協会は何をして

いたのか、そういう話になってくると思うんですよ。前まで同じような流れで、笠置の観光

というものは流れてきていたはずなんですよ。それが、観光協会が１年生だから、２年生だ

からできないということがそこに合致するんでしょうか。笠置の衰退はそこで一旦とまって

いるんでしょうか。ではないはずなんですよ。だからこそ新しくしたはずなんですよね。 

  じゃ、新しくしたものが２年はちょっと勘弁してくださいとか５年は準備期間ですよとか、

そういうわけではないはずなんですよ。なぜなら、一年一年笠置の状況は厳しくなっている

んですよ。この一刻の猶予も許されない時間の中で、常に常に攻めた、前に出た改革とかビ

ジョンがないと、この町の未来は僕はないと思うんですよ。 

  町長もいつもおっしゃる、笠置は観光のまちだと。それは僕も重々わかっているつもりで

すし、僕にできる努力はいつもさせていただこうと、そう思っております。だからこそでき

る観光笠置の運営だとか、町から要望していってもらえないものかなと僕からの要望として、

この質問を終わらせていただきます。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  ２９ページの参与の予算５５２万円、３０ページには１０３万円の期末手当と書いており

ます。この前、私が行って経歴書をいただきましたけれども、京都府できょう部長までやら
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れた方が参与で来られたということなんです。本来なら副町長なりで来られるんじゃないか

と思って経歴を見たら、２８年から３カ所の取締役とか非常勤講師、それからどこかの顧問

とか書いていますので、なかなかお忙しい方だと思うんですけれども、基本的には私はこれ、

賛成ですよ。だけど、これだけ忙しい方が笠置町にほんなら何日ぐらいの約束というか、来

てもらえるのか。 

  そして、先ほど言ったように、副町長と参与とではもう全然違うんですよ。去年、２７年

か設置されました笠置町参与の設置に関する条例、職務は第３条で「笠置町の適正かつ効果

的な行政運営を図るため、施策に参画し、その処理にあたる。」ということ。副町長であれ

ば人事権とかいろんなものも全部含まれると思うんですけれども、恐らくこういう企業に行

っておられるんでなかなか忙しい方ですから、副町長は断られて参与になられたと思うんで

す。なぜ副町長として呼ばれなかったのか、その辺のところをお聞きします。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今度、４月から来ていただく予定になっております参与の方は常勤でご

ざいます。私の思いといたしまして、やはり副町長とあられる方は笠置町のことをそれなり

に知っていただきたい、そういう思いがございます。今度来ていただく方はすごく有能な方

だと私は思っております。けれども、まだ笠置町の内部については詳しくは御存じではない、

そういう形で、私はしばらくは参与で頑張っていただき、それなりの笠置町について知識を

持っていただいた上で副町長になっていただきたい、そのような思いで当面は参与で来てい

ただく、そういうお話をさせていただきました。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  大倉議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  町長のほうからは参与のことについて説明されました。先日の議会運営委員会のときに参

与に就任予定の方の履歴書をということで提示させていただきましたが、任命については

４月以降になっております。ここでその方の人なりの御紹介は、できたら控えていただきた

かったと思っております。個人の特定になってしまいますし、まだ決定した事項ではござい

ませんので、御理解いただきたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 今の前田課長、私は個人名も何にも言ってません。会社の名前も言って

ません。そんなことぐらいはどうってことないのと違いますか。個人の名前とか言ったり何
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も言ってません。それはちょっとだめですよ。それはもういいですわ、その議論は。 

  それで、何でというと、町長はいきなり副町長に笠置を知ってもらうって、そんなところ

は副町長で来てもらうところ、どこでもあるんですよ。いきなり入ってもらうところ、どこ

でもあります。 

  そして、今おっしゃったように、例えばこれ１年更新ですけれども、１年更新で、それじ

ゃ副町長として今度お迎えする予定はあるんですか。 

  そうすると、先ほど今、前田課長からちょっとクレームがつきましたけれども、この会社

へ行っておられる３つあるのは退職されて、わかりませんけれども、来られるかどうか。そ

うでないと、何のために副町長で入ってもらえるかというのは、言うたら悪いけれども、片

手間で来てもらうということになるんじゃないかと。それと、先ほど答えてもろうてないけ

れども、大体何日ぐらい勤務されるんですかと聞いてんねん。その話とかはされているんで

すか。それ、まだ答えてもらっていないですけれども。 

議長（杉岡義信君） 大倉君、今、その中には参与の話をしているんです。だから、副町長は

全然話になっていないんで、副町長の話はやめておいて参与の話をしてください。 

５番（大倉 博君） 町長が副町長と話をおっしゃったから、どうですかと聞いたんですよ。 

議長（杉岡義信君） だから、議題としては参与です。参与の話をしているから、それで副町

長の話はあるかないか別として、参与で話をしてください。 

  大倉さん、まだ議長から大倉議員と指名していないので、ちょっと待ってください。 

５番（大倉 博君） すみません。 

議長（杉岡義信君） まあ１回座ってください。総務財政課長が答弁ということで、ちょっと

待ってください。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今、議長からもおっしゃっていただきましたように、今回の当初予算には参与として上げ

ております。副町長の話というのは議会運営委員会で説明させていただいただけで、今回の

当初予算には参与という形で説明させていただいているはずです。副町長という言葉は大倉

議員からの質問にあって町長がお答えしたと、そういう認識を持っております。 

  議会運営委員会の中で議員さんに御提示させていただいた資料ではありますけれども、ほ

かについてはまだ決定事項ではないですので、そこらは副町長ということでもありませんし、

予算書の中には今、議長もおっしゃっていただきましたように参与として計上しております

ので、御理解いただきたいと思います。 
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議長（杉岡義信君） 大倉君、質問の中身を変えてください。 

５番（大倉 博君） 私もこの方は京都府で何回かお会いして、今ちょっと顔を覚えていない

んですけれども、なかなかの人という、友だちにも聞いております。この間も京都府の方に

お聞きしました、どんな方かということも。それは聞いております。 

  だから、本当はこういうふうに京都府から、私は前の松本町長にも京都府からもろうたら

ええとしつこく言うていたんで、やっと今、来てもらえてありがたいなと思うんです。だか

ら、京都府から町に入っていただいて、本当に笠置町というものを公平に見ていただいて、

どうあるべきかということを本当に検討されてほしいなと思います。今後、やはりこの方に

は私も期待しておりますし、私も先ほど言ったように、ある方を通じて京都府でお会いした

ことが何回かあるけれども、ちょっと今どういう顔とか余り覚えていないけれども、できた

らそういう形で笠置町を、それともう一つは、京都府におられたんで京都府とのパイプ役と

いうか、そういった形でも今後やっていただければありがたいなと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本さん。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  お手元の８０ページなんですけれども、ここに計上されております義務教育振興費

１３５万８，０００円、これが一応出ているんです。その内容が修学旅行費補助金７万円、

学校給食費補助金１２８万８，０００円、これは義務教育振興という形で名目は載っている

んですが、義務教育となると中学までなんですが、そういう点はどこまでの補助ですか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今回義務教育振興費で上げさせていただいております対象は、笠置小学校に在籍する児童、

それから支援学校の小学部に在籍する児童、町内に在住する小学生に限らせていただいてお

ります。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 教育に関しては一応連合が絡んでいると思うんです。その点、この補助

金等ついては南山城、和束等のトップと話し合いはできているのか、そういう点をお聞きし

たいと思います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） この事業をするに当たりまして、何回も連合教育議会のほうに相談、ま
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た指導を受けに行かせていただいて、こういう事業を計上させていただいております。 

  また、村や和束の首長さんにこういうことをするのかということをお知らせしているかい

うことでありますけれども、正式な会議での議題にはなっておりませんけれども、３人顔を

合わせたときに、笠置町は２９年度から修学旅行を補助する、学校給食を補助していく、そ

ういう子育て支援としてこういう制度を立ち上げますと、そういうことについては御理解を

していただいていますので、町独自で子育て支援とそういう体制でされることには理解をし

ていただいております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今の話ですと町独自と。それでは非常に保護者の人は助かるんですが、教育となってきま

すと名目上は義務教育で上がっています。そうなってくると、やはり連合としての取り組み

が大事だと思うんです。連合の中には教育、ごみの処理の問題、福祉厚生委員会等があるん

です。そういう中で、何回も聞きますが、各町村のトップとしての話し合いはついているん

ですか。これは、いろいろ連合ですから笠置独自の話ではないと思います。これを計上され

たときは誰に話をされたんですか、回答ください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） この施策を実施するに当たりまして、連合長、副連合長さんには笠置の

置かれている立場を十分話をさせていただきました。笠置町は今、小学校生は２４人でござ

います。２５人を境目にして複式学級を２つつくらなければならない、福祉学級が１つで構

わない、またもう少しふえれば普通学級でいい、そういう流れの中で笠置小学校は推移して

きております。２５人を境にして教育環境がすごく大きく変わる、そういう制度の中で児童

数の１人の占める割合というのは笠置小学校はかなり大きなものでございます。 

  私は連合議会でも発言していたわけですけれども、笠置小学校の人数が少ないから笠置小

学校にやりたくない、そういう父兄の方が事実おられるわけでございます。けど実際入学さ

れた父兄の方は、こんなすばらしい小学校はないと言っていただいております。だから、そ

の垣根といいますか、そういう笠置小学校に何とか入っていただきたい、そういう思いも込

めてこういう施策を立ち上げるものでございます。 

  また、私は学校給食や修学旅行というのは教育の一環だと思っておりますので、こういう

形での計上は私は妥当かなと思っております。 

  何回も言いますけれども、副連合長、連合長さんにおかれましては笠置町の置かれている
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立場というのは理解をしていただいておりますので、笠置町独自の子ども・子育て支援策と

してされることには同意をします、そういう認識を持っていただいております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  私は、質問が悪いのかどうか知りませんが、そういうことを聞いてないんですよ。これは、

どこで町として、連合として話をされたんか、されてないのか、誰にされたんかということ

を聞いてるんですよ。そんなやっぱり町民のためにやってもらうことはいいんですよ。私の

求めている回答と町長が発言された回答は違うんですよ。誰に話しされて了解をもって、連

合としてこれをやろうと言われるのかということを聞いてるだけです。余計なことは聞く必

要ありません。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 笠置町としてこういう施策をするということについて、教育長から構わ

ない、してくださいという、そういう返事をいただいております。また、副連合長、連合長

におかれましては口頭で、こういうことを笠置町は実施しています、そういうことをお伝え

しております。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今、松本議員の御質問で町長がお答えさせていただいておりましたが、事務方としての流

れといいますか、説明させていただきます。 

  町長のほうから連合長、それから副連合長さんには了解をいただいているという話を受け

まして、町長から教育長に対しても話をしていただいておりました。総務財政課といたしま

しては、連合の教育委員会の次長、それから学校教育の課長等と事務的に打ち合わせをさせ

ていただきまして、笠置小学校の笠置町の町独自の施策といたしましてこういうことを実施

すると。３町村それぞれ連合教育委員会として、施策として一律に３つの小学校の児童に対

しては修学旅行費の補助を既にもう実施されておりますので、町といたしましてはその残り

の費用について補助をしていこうということになりました。 

  手続的には学校長から町に対して対象児童数の修学旅行にかかった費用を請求していただ

くということですけれども、連合の総費用の中から連合教育委員会が補助される金額、それ

から国やら府の制度として補助される児童もいらっしゃいますので、その分を差し引いた金

額を町のほうから補助するという形をとらせていただいております。 
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  中の今回この負担金補助制度を導入するに当たりましては、教育委員会とも要綱について

も細かく打ち合わせもさせていただいておりますし、事業についても教育長、それから学校

長とも調整できております。そのことをちょっと申し添えました。失礼いたします。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、話を町長以下聞いたんですが、先ほども話をしましたように、連合とは教育、ごみ問

題、福祉等があるんです。その中で町長は教育委員長に話をしたということですね。しかし、

その連合のトップは参加町村のトップと一応連絡はされたんですか。それで皆承認したんで

すか。その点ちょっとお聞きしたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） このことに関して、連合議会でも１２月議会におきまして村の議員の方

から一般質問をされました。そういう質疑の中でも教育長や連合長が答弁をされました。そ

の中で、教育長も笠置町独自で子供支援策としてされることには何ら問題ないということを

おっしゃっていただきましたし、連合長におかれましても、私のほうからこういう施策をす

ると、そういうことはお伝えをしております。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  今の給食費の問題ですけれども、これは、私は東部連合の議員で、先日の東部連合の議会

でこの話も出ました。ほんで、私は手仲村長、それから堀町長には確認したけれども、首長

は正式に聞いていないということで、手仲村長なんかはうちはそういうことはやらんという

話をしておりました。うち、町長は、教育長とは話をしてちゃんと調整をとったということ

は確認しています。経緯はそういうことです。 

  それで私、町長に再度質問しますけれども、給食費の無料化というか、それと修学旅行の

無料化、これ確かにやってはることに対しては私も賛成です。そやけど、子供の教育上、本

当に笠置だけがそういうことをやってええのか、そういうところは十分教育長とお話しされ

たと思いますけれども、この間の議会の中でも和束の議員から出ていました。例えば給食費

は笠置小学校だけやから、外はわかりませんけれども、修学旅行なんかは相楽というか３町

村は一緒に同じ日に行くという予定になっておるわけです。その中で一方は、笠置の人だけ

は無償で行かせてもろうているというような話が子供の中ででも出るかもわからんというよ

うなことで質問されていた議員もあったんですけれども、私が思うのは、先ほど町長が子育
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て支援やということでやっていきたいという話だったと思うんです。私は、それはそれで確

かに子育て支援になるでしょう。そやけど子供からしたら、親に出してもらおうが行政が補

助しようが、それは余り関係ないんじゃないかと思うんですよ。食の教育というのも、給食

制度はちゃんとしいておる。それで、要するに無料にするということは保護者の負担を減ら

すということですわね、これ。そやから、そういう形にしたら笠置の人口がふえるというこ

とにもつながっていくのかどうか、それも一理考えなければならいないと思うんです。そや

から、そこらの基本的なことをやるんやったら、ほんなら小学校だけやなしに中学校まで、

それは同じように義務教育の中としてやるべきじゃないかと私は思います。 

  そやから、そういうことで、やはり支援というのは確かに考えていくべきことであります

けれども、子供の教育面からいうたら果たしてそれがええのかどうかいうのはもっと真剣に

我々考えなければならないと思うんです。というのは、今は子育ては、ヨーロッパのスウェ

ーデンとかノルウェーとかあの辺へ行ったら確かに国が全部面倒見ているというような形で

国策としてやっておられますけれども、まだ日本はそういうところまではいってません。そ

ういうことからして、やはり子供は、私が古い考えかもしれませんけれども、親に育てても

らっているという感謝の気持ちは持たさんとあかんの違うかなと。何でもかんでも行政が補

助をしてやっていくという考え方も私は一理考え直すべきじゃないかなと思うんです。 

  そういうことで町長、ほんまに今回導入した決意をもう一度聞かせてください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 私は、誰もが安心して教育を受けられる環境づくりというのが当然ある

べきでございます。今、教育の格差だとかいろんな問題が起きているわけですけれども、ど

んな子もどんな環境にあっても平等に安心して教育が受けられる環境づくりをやっぱり行政

として築き上げていかなければならない、そういう思いを持っておりますし、先ほども申し

上げましたように、修学旅行や学校給食は私は教育の一環だと理解をしておりますので、私

はこういう形で計上させていき、安心して子育てをしていただける環境づくりをしていく整

備の一つだと考えております。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） 教育の一環というのは確かにあるかもわからんけれども、教育というの

は、食の教育と給食制度というのはちゃんとやっておるわけですよ。それから修学旅行もち

ゃんとやっているわけですよ。ただ、その経費を負担しているというだけのことですよ。こ

れは、そやから直接教育には私は関係ないと思うんです。 
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  それと、誰でも教育を受ける権利があるとか、それはもう当然です。そやから、国のほう

ではそういう人には就学補助制度というのもあるわけです。そやから、収入の少ない人はそ

ういう制度をちゃんと申請して受けられたらええわけです。そやから、給食を無料化にした

ら教育やという考え方は、私はちょっとおかしいんじゃないかなと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  今の件について私も質問、これを大分自分なりに勉強させていただきました。 

  まず、なぜ教育費で、先ほど出ていますように、笠置町立笠置小学校だったら私はこうい

った項目の義務教育振興費で上げていいんですよ。今出ていますように連合立笠置小学校で

すから、したがって笠置の例規集には、何も教育のことは書いておりません。 

  そして、これはどこの予算から法律に基づいて、どうせ条例か規則か見ていたらこんなも

のないんですけれども、どういった規定の予算でいきなり７万円、ほんなら１人１万円なる

のか、学校給食費１２８万円やったら何人に対してこれをやるんか、そういったことが全然

議論ができないんですよ。 

  だから、これはどういう規定とかどういうことに基づいて、まず基本的には、私はこれは

連合でやるべきだと、これは瑕疵ある行政行為だと思っているんですけれども、一応この件

について、まず根拠規定をおっしゃってください。どこでも根拠規定があるはずなんです。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  根拠規定となるものは、笠置町修学旅行費補助金交付要綱、笠置町学校給食費補助金交付

要綱というものを制定しております。それに基づきまして予算計上させていただきました。 

  基礎となるものですが、修学旅行費につきましては全体に係る１人当たりの経費が２万

４，０００円を、これは連合で決まった金額、連合で計算されている金額ですけれども、

２万４，０００円の笠置小学校に在籍する児童、支援学校に在籍する児童は今現在おりませ

んので、新６年生５名分です。連合での補助金が、１人当たり１万円を教育委員会の制度と

して実施されておりますので、笠置町としては１万４，０００円、これの５名分としており

ます。 

  先ほど、さきにいただきました御質問でも言いましたように、国の制度、それから府の制

度等に対象となっている金額があるようでしたら、それを控除した金額を補助するというこ

とです。先ほど西岡議員がおっしゃりました就学援助費、就学奨励費、それが国の制度に当
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たってきますので、それを受けておられる保護者につきましては、その分を控除した額、町

が予定しております１万４，０００円からそれを引くということで計算していくことになり

ますが、今回の予算の計上に当たりましては１万４，０００円の５人分としております。 

  学校給食費につきましては、１人当たり１食２５０円ということで計算をされていきます。

全校児童は２８名、現在支援学校に在籍しているお子様はいらっしゃらないということです

ので、現在、全校生徒、新年度２８名を計算しておりますが、学年によっては年間の給食数

が異なってきます。１年生や６年生は入学式、卒業式の関係で日数も少なくなってきており

ますので、その２８名分を１２８万８，０００円、そこで計算しております。大体、年間百

五、六十食の計算をしておりますが、学年によって違いますので、そこらはきっちりと割り

切れた数字にならないことは御理解いただきたいと思います。 

  教育費で組みましたのは、子育て支援ということではありますが、小学校に在籍する子供、

教育費に該当するというところを考えましたので教育費で組んでおります。当初予算にもあ

りますように、例えば保育所でしたら民生費で組んでいるかと思いますが、今回は小学生に

限っておりますので、教育費というところで組ませていただきました。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 先ほども言いましたように、これは連合教育委員会笠置小学校ってない

んです。連合笠置小学校ですね。だから、予算も例規集に載っていないんですよ。それを要

綱なんか勝手につくってやれるべき問題があるんですか。私はそうじゃないと思うんです。

先ほども答えがありましたけれども、連合では、修学旅行では１人１万円以内、中学生は

２万円以内と書いています。だから２万円以内を連合の中で議論されたらいいだけのことで、

笠置町にはこういう教育、ここで議論するようなことじゃないと私は思います。これは、私

はないと思います。 

  そして、もう一つ大きなことは、これをやっていることは要するに学校教育法に基づくも

のじゃなしに、補助という形、福祉という形で全国で調べたら１０件ほどあります。これも

曲がり曲がってこうやっているような感じであります。基本的には、学校給食法というのを

御存じですか。御存じないなら言います。学校給食を受ける児童生徒は、生徒の学校教育法、

学校教育法というのは小学生、中学生を含めてですね。に規定する保護者の負担となってお

ります。そして、生活困窮とかそういう形の補塡は、学校教育法第１９条で、経済的支援を

市町村がしなさいというのがあります。だから、それに基づいて京都府下ではどこもやって

おりません。伊根町が今言った学校給食費の関係を法律に基づいて出しております。それと、



５６ 

今言いましたように、笠置町が教育委員会に入っていないのに何でこれをやるんかと。そし

ていろんな、例えば一遍ネットでも調べてください。私も大分調べましたけれども、学校給

食費無料化の概要というのは栃木の大田原というのがやっていますけれども、ほか１０件ほ

どあります。 

  しかし、そこでやっぱり自分の子供のぐらいはお金を払うべきではないかとか、自分の子

供が食べるものは親が働いたお金が当たり前とか、それは、もらう人は賛成というのはある

んですけれども、そういう議論も出ております。 

  したがって、この関係について、今さっき要綱とかおっしゃったけれども、一遍何に基づ

いているかということを見せていただいて、動議として議長、全体会議をその資料をいただ

いて議論したいと思うんですけれども、皆さん方賛成かどうか、議長。 

議長（杉岡義信君） ただいま大倉博君から全員協議会の開催の動議が提出されました。この

動機について賛成者はありますか。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） ただいま大倉博君から全員協議会の開催の動議が提出されました。この

動機は賛成者がありますので成立しました。 

  全員協議会の開催動議を議題として採決します。 

  この採決は挙手によって行います。この動議に決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、全員協議会の開催動議は可決されました。 

  これより全員協議会を開催します。 

  暫時休憩します。 

休  憩   午後２時１７分 

再  開   午後３時１７分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  質疑はありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  ３２ページの運転・管理等委託（広域基幹バス）の件で、これはことし初めて予算されて

いると思いますけれども、先ほど課長から話がありましたように月ヶ瀬から加茂間と聞いて

おりますが、これは福祉でやられるんですか。無料ですか、有料ですか。そして、参加町村

の分担割合があると思うんですけれども、そういった件。 
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  なぜこういうことを聞くかというと、笠置町には福祉バスはあるのになぜこういうバスを

走らさなければならないのか、それがちょっと私にはわかりません。福祉バスを拡大されれ

ばいいことで、和束とか３カ町村するんだったら一番いいのは和束の木屋だけですよ。 

  そして、こういうバスを走らすと、恐らくちょっとは、そんなに全部じゃないけれども、

関西線の乗客も減ると思います。笠置町は関西線の電化推進委員会でどんどん乗ってくれと

か言うているのに、こういうバスを走らせるということはそれに逆行しているん違うかなと

思うんですけれども、その辺いかがですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼いたします。 

  広域基幹バスの無料か有料かという質問でございますけれども、これにつきましては、こ

としの１月に無料で実証実験を約１０日間ほどやらせていただきました。それで、今のスケ

ジュールといたしましては、４月の下旬あたりから５月の頭ぐらいにかけましてもう一度有

料の実証実験をやろうということで話が進められております。それと、負担割合につきまし

ては距離とかバス停の数等々を勘案した中で決定していくこととなります。 

  それと、このバスにつきまして客が減るんではないかということでございますけれども、

これまで実施しております事業、例えばＪＲハイキングなどをこれからも実施し、当然関係

機関とも連携を図る中で乗客の増につながるような取り組みを行って、一人でも多く利用い

ただけるような形の取り組みをしていきたいと考えておりますし、また今回の計画では、

２次交通の充実というところで、加茂駅から月ヶ瀬駅を１６３号を通行して、途中、笠置駅

や大河原駅、そのほか沿線の主要な公共施設や集落を経由しながら結ぶ広域バスを計画して

おります。 

  運行時間につきましては、現在、日中ほぼ御存じのとおり１時間程度のＪＲの運行となっ

ておりますので、その列車の中間時間帯をカバーするといったダイヤの計画をし、中間時間

帯における利便性の向上や、またそれぞれの駅から遠い集落からのアクセス向上、そういっ

たところで利便性を図れるのではないかというふうなことから計画をしているところでござ

います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 一応４月から有料で実験ということなんですけれども、これは、例えば

奈良交通とかそういうようなところに委託という形になるのかどうか、そして、先ほど答え

がなかったんですけれども、３カ町村の分担金割とかこの前ちょっと聞いておったんです。
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その辺の割合負担とか、さっき答えていただかなかったんですけれども、そういったこと、

その２点、これをまたお願いしたいと思います。 

  そして、先ほど３カ町村の人口がどんどん減ってくる、そうすると関西線の笠置駅でもら

っているお金、２７年は１０７万円、それから２６年は１１１万円、２５年は１１５万円、

２４年は１１５万円と、笠置町に入ってくるお金がどんどん減ってきているわけで、だから、

そういったことも考えて、本当に関西線の存続の問題が将来的にできるんかどうか心配する

わけです。 

  だから、今言った人口割と車の大きさ、何人乗りとか、それから有料ということは青ナン

バーというんですか、白ナンバーじゃなしに。そういったことで今言うた奈良交通かどこか

企業の車になるんかどうか、その辺。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えしたいと思います。 

  負担金の割合ですけれども、今現在では南山城村が５、笠置町が４、そして和束町が１と

いったところの割合と試算をしております。 

  そして、何人乗りかとかそういったところでまだこれから協議をする部分が残っておるん

ですけれども、京都府を交えて３カ町村これから協議をしていくものでありまして、今何人

乗りかといったところのお答えはできないんですけれども、協議を進めるというところで御

理解をいただきたいと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  先ほど１月に無料化の実験をやられたとおっしゃっていましたけれども、無料化で１日何

人、総延べ何日やって何人乗られたか、いかがですか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼します。 

  実証実験を行いましたのは１月１８日から３１日まで、それで、土日は運行しておりませ

んでした。実際運行したのは１１日間です。乗客数につきましては１６７名乗車いただきま

した。それと、１日３往復の運行でございました。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 一応、大体お聞きしておると、３往復で１日にそうすると十二、三人と

いうことですね。費用対効果とかそんなのは別にして、福祉バスではやっぱりだめなんです
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か、笠置町の。そうでないと、これ予算が二百何万恒常的になったらまた経常経費的になっ

てくるから、そういった予算がどんどん新規の予算というか、単年度でやるような予算がだ

んだん減ってくると思う。いろんなことを見ていると減ってくるんですよ。だから、そうい

ったことも考えられないのかなという気がします。 

  だから、冬やからそれだけ多いんか少ないんか３往復でわかりませんけれども、４月から

そういうことをやられるということはどういったことをやられるか、本当に目的というか、

先ほどから何遍も言いますように、笠置町の福祉バスというのがあるのに、それを拡大して、

例えば笠置やったら加茂まで行けるのじゃないかとか、そういったこと、そうして、先ほど

聞き漏らしたか答えてもらったかわからないけれども、有料だったら当然株式会社なんかの

運転手になるわけです。そういうことになると思うんですけれども、そういった点とか、や

はり福祉バスをもっと拡大的に、私も時たま、最近は余り福祉バス乗っていないですけれど

も、福祉バスの運用というか、それをもうちょっとやられればいいのじゃないかと、私はそ

ういうふうに思います。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼いたします。 

  福祉バス、現在行っております循環バスを拡大してはどうかというところでございますけ

れども、今回の計画につきましては２次交通の充実といったところを目的としておりますし、

循環バスを例えば加茂までといった話でございますけれども、現在、ＪＲの時間帯に合わせ

て２台で運行しているんです。それでぎりぎり、駅に着いても乗り継ぎの時間が短いといっ

た御意見もいただく中で、なかなかそれを加茂とかに回すことにつきましては便数を少なく

せざるを得なくなってくるのではないかと思いますし、このバスを走らすことによって、ま

た町の循環バスや村のほうでもバスが走っておりますし、和束のほうでは加茂駅から奈良交

通のバスが走っております。そういったところの乗り継ぎといいますか、そういったところ

も十分加味しながら時間帯も設定していかなければならないと思っております。 

  それと、運行の委託です。それも現在、南山城村のほうが中心になって動いてくれている

んですけれども、業者のほうに今お声かけ等をしていただいているというところでございま

すので、また決定しましたら御報告等させていただきたいと思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  すみません、重複した質問だったら指摘してください。 
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  先ほどの７５ページ、有市線のことでもうちょっと聞きたいことがあるんですけれども、

先ほど笠置支部からの要望と言われたんです。具体的には何の笠置支部の要望なんでしょう

か。それと、拡幅工事で計画とか途中でとまっている線とかはほかにはないんですか。 

  あと、優先順位とかはどうやってつけてはるんですか。少ない予算でやらなあかんのはわ

かっているんですけれども、その中でやっぱり優先順位をつけていって工事をしていくと思

うんです。その辺はどうなっているんでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの西議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  支部といいますのは部落解放同盟笠置支部のことでございます。 

  それとあと、計画の途中でとまっているような路線というものでございますが、町道の中

で行きどまりの路線となっておるものも今現在、町道が６３路線ほどある中で幾つかござい

ます。そういったものも、当初そこまでの開設の段階では何らか別の路線に接続させようと

いったことが始まりでスタートした路線であるならば、何路線かそういった路線はあるかと

思います。今ちょっと正確にそういった行きどまりになっている形の路線が何路線あるか、

ほかの町道なり府道、国道に接続されていない路線が何路線あるかというのは、今ちょっと

手元に資料がございませんので詳しくはお答えできません。 

  あと、それと優先順位につきましては、改良等は通常の例えば今引き続き道路維持費のほ

うでやらせていただいています舗装の改良工事なんかにつきますと、以前に行いました調査

に基づきまして、例えば通学路でありますとか、町道路線でも１級とか２級とか主要な部分

というものがございます。その辺を総合的に判断した中で順次やらせていただいておるとい

う形になってまいります。 

  新設等につきましては、いろいろ各区さんのほうから要望が出たりすることもあるんです

が、なかなか今、財政の厳しい中、新設というのはかなり厳しいような状況で、現時点で新

設というような形は予定していないというような状況でございます。以上です。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  区とか住民からの要望はほかにもあるんですね。区とか住民からのほかの拡幅とかに関し

てはあるんですよね。でもそれ、今話を聞くと協議会笠置支部のほうの要望を優先している

ように思えるんですけれども、どうでしょう。 
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議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 今回の計画につきましては、先ほども御説明させていただきま

したとおり、以前から幾度となく要望していただいていた案件だというふうにお聞きしてお

ります。それが平成２５年度に今回事業化していこうというようなことで判断を受けたもの

だと聞いております。 

  あと、ほかの要望につきましても、それぞれ区長会なり何なりのほうで要望をいただいた

中で、実施する、もしくはちょっと困難であるといったような判断をさせていただいた中で、

緊急度の高いもの、例えば小修繕的なものにつきましてはその都度対応させていただいてい

るというような状況でございます。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  ３９ページのＪＲ笠置駅複合施設指定管理料４８万円見ておられますけれども、これは笠

置駅の施設を指定管理しようとされているわけですね。これは指定管理料ということですね。

というのは、行政のほうから、町から指定管理者に対して４８万円ということは月４万円で

管理してくださいということでやる予算ですか、これは。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  西岡議員の御質問ですけれども、町のほうから指定管理をしていただける事業所に対して

お支払いする額です。月額４万円の試算で上げております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） 月額４万円の根拠と、それから追加議案で出すと言うておられる複合施

設の条例一部改正の件がありますね、議案第１７号で。この中には指定管理者がそこの施設

のテナント料として４万円、これは利用料という名前になっておるけれども、利用料を４万

円もらうというような追加議案が多分出されると思う。それとこの指定管理料との関係と、

あわせて説明してください。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  西岡議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  試算させていただきましたのは、現在、平成２７年度、平成２８年度で駅舎部分とトイレ

部分の水道、ガス、電気代等の金額、それから清掃に係ってくる金額等を合計いたしまして、
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うちの試算でいきますと約４８万円弱になっておりました。そこで、月額４万円ということ

で４８万円を計上させていただいております。 

  詳しくいきますと、水道、ガス、電気ともに月平均大体１，５００円程度になっておりま

す。ガスにつきましては駅舎部分でしかありませんけれども、水道につきましては駅舎とト

イレ、電気代についても駅舎、トイレの部分になってきておりまして、それの大体月平均

１，５００円で計算させていただいています。 

  もう一つお伺いいただいていた件ですけれども、町からお支払いするのはあくまでも管理

していただく金額になっております。指定管理の事業所と商業施設部分に入られるところと

は使用料の契約といいますか、その分とあわせて運営していただくということを考えていま

す。 

  商業施設部分、テナントの部分ですけれども、そちらについては入られる方が電気、水道

等の支払い、もちろん電気のメーター等も別についているという工事になっておりますので、

そこは全くこの金額の中には入っていないことになっております。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡さん。 

１番（西岡良祐君） わかりました。 

  それから、先ほどの林道維持費の件でちょっと確認したいんですけれども、阿蘇林道とい

うんか、あそこの中村の上っていく道。あれは去年、たしか加茂笠置の組合のほうで私、言

ったと思うんですけれども、あそこで去年、土砂崩れ起こりました。そのときにも私は言う

ていましたけれども、あの道は、あのときの市田課長の話では、町としては林道という管理

はしていないということをおっしゃったん違うかなと思う。それやったら先ほどの予算の林

道維持管理費の中にも含まれていなかった思うんですけれども、あの道は林道でなかっても

笠置町がつくった道ですね。そやから、町道にもなっていないのかどうか知らんけれども、

あれはあのままほっとくということはできないと思います、案の定去年も土砂崩れ起こって

いますので。 

  そやから、もう現状は皆さんも御存じや思いますけれども、あそこの道は側溝なんかは全

部もう詰まってしまって、道の真ん中が水路みたいになった形で流れています。もう土砂崩

れが起こって当然です。だから、あれはあのままほっとくということは多分できないと思い

ますので、その辺の管理の方針を答弁願います。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） ただいまの西岡議員の御質問にお答えさせていただきます。 
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  先ほどおっしゃっていただいた、管理していないと私がたしか言ったのではないかという

ようなお話ですが、私は、林道の路線であるんですが、利用者も少ないことから十分な管理

ができていない路線ですといったお答えをさせていただいたと思います。 

  実際、昨年度の除草工事のときも阿蘇線に関しましては除外させていただいておりました。

ことしにつきましても、除草の費用につきましては前年度と同額ということで計上させてい

ただいておりますので、阿蘇線についてどのような対応をしていくかということは早急に考

えなければならないのかなというふうに理解しております。昨年度おっしゃっていただいて

おりました軽い土砂崩れによる崩土につきましては、取り除き等の処分はいたしております。 

  これまで、基本的に林道なんですが、実際利用者がないということで余りきちっとした手

入れはできなかったんですが、お伺いするとおり、加茂笠置組合等でのハイキングコースに

してはどうかというような別の利用方法というものも検討されてきているということであれ

ば、これまでの林道としての需要というか利用者は少なかったけれども、別の意味でそうい

う利用者が出てくるということであれば、必要な安全対策等、除草も含めての話なんですが、

検討していく必要はあるのかなというふうに考えております。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） 最後になりますけれども、この状態は町長も知っておられると思います。

これ、加茂笠置で一応あそこのいづみ路の観光ルートということにもやっていこうかという

て、明示板等もお金を使ってつけていますわね。ああいうこともやっているし、その面でも

ほっとくわけにはいかんと思いますし、災害の面からも、あれ去年確かに土砂崩れが起こっ

てんねんから、そやからあれはやっぱりちゃんと笠置町としても管理していく必要があると

思いますので、その辺今、課長は検討していくという答弁があったけれども、町長のほうか

らもそういうことはちゃんと指示していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（杉岡義信君） 答弁は。 

１番（西岡良祐君） もうやってくれるやろう、今の答弁。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） ただいまの西岡議員の質問にお答えをいたします。 

  加茂笠置組合議会におきましても、あの道をハイキングコースにまず整備していこうとい

う意見もございまして、今、中村から阿蘇林道に上がるところにも看板をつけております。

お客さんを誘導していくというための看板でございますので、また今、課長が言われました

ように、これからそのように適応できるような整備をまた担当課と相談させていただきなが
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ら、前へ進めていきたいと思っております。 

議長（杉岡義信君） 先ほど、西君の質問に対し建設産業課長が答弁申し上げたわけでござい

ますけれども、人権啓発課長が補足をしたいということでありましたので補足説明を願いま

す。人権啓発課長。 

人権啓発課長（増田好宏君） 失礼します。 

  誤解があってはいけないので、補足だけさせていただきます。 

  以前は、西部Ｂ地域については同和対策事業という事業があって、それの要望を笠置支部

がされていたという経過がございます。厚生労働省の通達によりまして時限立法であるその

法は切れましたけれども、残事業については一般事業を使って継続してやっていくものです

ということをはっきりうたっております。その中身に地区道路とか、今、うちが去年やりま

した隣保館の改修とかいうメニューも全てあります。ということで、そういう意味で従前か

らの要望があったという形で支部からの要望という言い方をしたと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） 先ほどの西岡議員の加茂笠置組合の関係ですけれども、あの道はやはり

これから５月の連休明けからマムシとかイノシシ、今イノシシはずっと出ておるけれども、

猿も。結局、マムシは大体１１月、あの道は観光ということをすると危ないところなんです

よ。私も何回か歩いたりして、だから、その辺のところも、もし観光ルートにするんやった

らそういう看板を掲げて、そういうようなことをぜひとも、特にマムシはたくさん出ており

ます、５月以降から１１月までは。だから、そういったこととかイノシシ、猿とかそういう

な、もしそれで観光客がオーケーとなればいいと思いますけれども、そういうことを笠置町

の責任と捉えることも、観光ルートとするんだったらですよ。その辺のところをしっかりや

ってください。 

議長（杉岡義信君） 課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今、大倉議員が発言された件ですけれども、そちらにつきましては加茂笠置組合の中でも

取り組んでいることですので、そちらのほうで事務局としてもお話はさせていただきます。 

  町としては、建設課としては林道のほうのお話でした。観光ルートの話が出ておりますの

は御存じのとおり加茂笠置組合の中でやっていることですので、そちらでお話しさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 
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５番（大倉 博君） ３９ページの鍋フェスタ、ことしは、びっくりするんですけれども

６２０万円もついているんです。場所は前と同じですか。そして、６２０万円もどのような

ことをされるのか。去年よりも２００万円プラスになっているわけです。そうすると、

４２０万円の内訳は、文化力で京都を元気にする事業補助金として２００万円毎年もらって

います。プラス２００万円、その２００万円の予算はどこから出ているんですか。そういっ

たこと。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼いたします。 

  ６２０万円の内訳ですけれども、予算の節の中で４２０万円につきましては従前の鍋フェ

スタ、これにつきましては文化力で京都を元気にする事業補助金で財源を充てるものでござ

います。この事業の補助金につきましては従前からあるものでございまして、それとお茶の

京都博に関するもので２００万円を今回計上させていただいております。 

  この２００万円の補助につきましては、京都府の補助で幾つかのメニューがございます。

そういった中でどの補助金が一番有利なのか、少しでも有利なものをとっていきたいと考え

ておりますので、京都府と協議する中で指導を仰ぎながら少しでも有利な補助金を活用して

いきたいと思っておりまして、それが確定次第、また補正等にでも計上させていただきたい

と思っております。そういったことで御理解をいただければと思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） まだ２点ほど答えてもらっていない。場所はどこでやられるのか、どの

ようなことをされるかという答弁がなかったんです。 

  それと、今２００万円プラスお茶の京都云々ですけれども、普通、文化力でというのが

２００万円と１９ページに載っています。そうすると、お茶の京都で補助金というて、だか

ら歳入のところに予算書が載ってこなあかんのと違うのかなと私は思うんです。予測で載せ

て、もしお茶の京都で２００万円補助金もらえなかったら、笠置町が丸々４２０万円出さな

あかん、そういう理論になると思います。それはどうなの。２００万円プラスのお茶の京都

をここには掲載されていない。何かされていますか。私、見落としていたら悪いのでおっし

ゃってください、歳入で。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 何点か漏れ落ちしていたみたいで申しわけございません。 

  場所につきましてはいこいの館付近を思っておりますし、どのようなことにするかという
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ことでございますけれども、これにつきましてはこれから当然京都府も入っていただく中で

実行委員会、またいろいろと地域の団体ですか、そういったところのお声も聞きながら詰め

ていきたいと、かように思っております。 

  それと、歳入につきましては、先ほど申しましたとおり当初予算では計上しておりません

が、そのイベントに対する補助メニューは幾つかございます。その中で一番有利なものを活

用する中で、それが確定したときに補正等で計上させていただきたいというふうなことでご

ざいます。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  だから、先ほど言いましたように、まだ予算書に２００万円ついていないのに、６２０万

円載せることはおかしいのと違いますかと言うておるんです。だから普通、予算がついて、

先ほど言ったようにお茶の京都で予算をもらえる予定、予定のことを歳出に６２０万円する

と。例えば６月議会で上乗せで補正予算を組めばいいんですよ。今既に６２０万円と書いて

いるからおかしいのと違いますか、歳入がないのに。６月補正で４２０万円やっておいて、

プラス２００万円は６月補正で出せばいい話と違うんですか。そうでないと、予算書のここ

に歳入が何もないのに見込みで書くという、そんな歳出予算は私はないと思うんです。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 御承知のとおり、お茶の京都博につきましては４月１日から開

催されるものでありますので、当町といたしましても鍋フェスタだけを充てているんではな

くて、計画としては駅舎のオープン、それにつきましてもお茶の京都博に関連して京都府の

ほうにお話もさせていただいております。 

  そういった中で、それを実施しようとするならば４月１日からなんで、当初予算に計上し

ておかなければその事業ができないと。そこで一般財源を充てているんですけれども、その

分をこれから補助金を取りにいって、６月補正で歳入の分を計上させていただきたいという

ふうに思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  何度も言いますけれども、理論的にそれはおかしいん違いますの。もしお茶の京都で云々

で予算がつかなかったら、笠置町が４２０万円負担しやなあかんということになりますね。

だから、ちゃんとここに文化力で京都を元気にする事業補助金２００万円というのは確実に
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入っているわけです。そこから補助金をもろうて４２０万円今までやっているわけです。だ

から、こういうところが入っていないからおかしいん違いますか。 

  それはもらえる予定で、もしお茶の京都でもらわれへんかったらどうされるんかと今言っ

ているわけですよ。丸々笠置町がそういうふうに４２０万円出さんならんのと違いますの。

理論的にはどうなんですか。そういうようなことはあり得るんかどうか、その辺そういう予

算の組み立てというのはあるんですか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  大倉議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  先ほど山本企画観光課長もお答えさせていただいたとおり、４月１日からお茶の京都博が

ターゲットイヤーとして始まりますので、うちの事業費としては歳出を組ませていただきま

した。 

  当初予算作成時点では、京都府がお茶の京都博にあわせて新たな補助金制度ができるとい

うことで、まだ京都府が確定していない中でうちのほうは予測して上げることができません

でしたので、４月以降は京都府のほうも議会の議決をいただきましたらそのメニューが出て

きますので、金額が決まった時点で一般財源から特定財源に組み替えるという作業を補正予

算の中でさせてもらいたいと思っております。未来づくり交付金もお茶の京都枠というもの

もありますし、先ほど課長が答弁させていただきました有利な補助、京都府が独自でされる

補助というのもありますので、そこで組み替えをしたいと思います。 

  説明しましたとおり、京都府の中で議決がいただけていない中でうちの当初予算を組んで

おりますので、そこらは御理解いただきたいと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 何遍も言いますけれども、私、そういう予算の組み立てというのは理解

できないんですよ。予測でそういうようなことをできるんかどうか。予算の組み立て、どこ

でもそういうことをできるんですか。私にはちょっとわかりません。だから、そういうやり

方があるんかどうか。それ、どこの市町村でもそういうことやっておられるのかどうかわか

りませんけれども、笠置町独自でそんなことをやっておられるのか。歳入の予算がないのに

歳出ではもう既に先につけるという予算というのはあり得るんかどうか、どうなんですか、

それ本当に。私にはちょっとよくわかりません。理解できにくいんです。 

  予算というのはやっぱり歳入があって歳出なんですよ。まだそれが入るかどうかわからん
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のにそんなことがあり得るんかなという、町長どうですか。町長、答えてください。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  歳入の確保ができないので今は一般財源で見ているということになっております。歳入確

保ができましたら予算を組み替えさせていただきますということを先ほども答弁させていた

だきました。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉さん、ちょっと質問を変えてくれる。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  だから、今言ったように、何遍も答えてもらえてないから。もし予算を京都府からもらえ

なかったら一般財源から結局出さんならんでしょうとさっきから何遍も言うてるけれども、

答弁もらえてないから求めてるんですよ。 

  お茶の京都って、その約束をしておったかどうか知らんけれども、一般財源から出してお

いて、お茶の京都、これはもう出しませんと言われたら、それは２９年度からそういうお茶

の京都をやりますけれども、そういう組み方、一般財源からやって、ついたら特定財源じゃ

なしに、本来なら予算執行というのは歳入があって歳出でしょう。だから、特定予算にされ

るんかわかりませんけれども、そういう組み方というのは私はちょっと解せんなと思います。 

  この質問はこれで終わります。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  関連になるんですけれども、７１ページ、商工費、１９節夏まつり３００万円、３９ペー

ジ、総務管理費、１９節鍋フェスタ６２０万円ですよね。僕が小さいころから考えると、笠

置の夏は花火大会やと、笠置一のお祭りやみたいなイメージやったんですけれども、この予

算を見ると、もう花火大会よりも鍋フェスタみたいなイメージを受けます。 

  去年、僕ら議会で多分スタッフに招集されたのが、実施の４日前にスタッフジャンパーを

渡され、しおりを渡され、この日この時間に来てくださいという、ある種もう命令かのよう

な感じで受けたのを覚えています。 

  きのうおとといでしたか、郵便に決算を行うという文書が皆さんのところにも届いたかと

思うんですけれども、６２０万円ことしつく事業がこんな状態でいいのかと。京都府も加担

してことし力を入れる事業が、職員のある種怠慢によって決算がここまでずれ込み、金額だ

けは増大すると。僕はちょっと理解しがたいと思うところがあるんですけれども、笠置町は
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鍋フェスに対してどれぐらい力を入れてはるのか、ちょっとお聞きしたいなと思いまして。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 事務的なことで多々御迷惑をかけているところでございますけ

れども、鍋フェスタにつきましては国民文化祭から始まって６回、７回と継続されておりま

す。だんだん定着もしてきているところでございますので、引き続き実施していきたいと。 

  そういった中でマンネリ化した部分が多々あります。そうしたところで、事務局といたし

ましても反省をするところでございますし、そういった中で今回、お茶の京都博等もござい

ますので、京都府を初めいろんな方の意見を聞く中で取り組んでいきたいと、今まで以上の

鍋フェスタにしていきたい、かように考えております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 坂本です。 

  今までより、いいものにしていきたいという思いがあることはよくわかりました。 

  実行予算が組まれるということは、もう事業計画的なものはあるのかと思います。この後

のスケジュールを教えていただきたい。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） これからのスケジュールということで、具体的にいつ、何日と

いうことは今言えませんけれども、この予算が御承認いただけたならば４月早々、昨年はこ

ちらの不手際等々で実行委員会、企画委員会がかなり遅い時期になりましたけれども、今回

に関しましては、予算が可決いただけたならば４月、５月の早い時期から実行委員会等々に

かけて御審議いただきたいというふうに思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） こういう大きい予算を組むイベントですので、お客さんに喜んでいただ

けるように前もって、今、日が切れないということ自体が少しナンセンスなので、最低でも

半年、１年かけてこの冬に臨めるような体制をつくり、新しい風を入れながら前向きな会に

なるように、もう次の反省会までちゃんと決めて、次の年に何をするということまで見出せ

るような実行委員会にしていただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 
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  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  議案第１２号、平成２９年度笠置町一般会計予算の件について反対討論を行います。 

  予算案には小学校の修学旅行費、それと給食費の補助金が計上されており、この点は大変

評価をできます。しかし一方で、身体障害者４級までの通院、入院を無料にする補助は所得

制限を設け、福祉を後退させるものとなっており、この点は問題です。 

  また、国保についても都道府県化が進められようとしています。このことにより、保険料

が上がるのかどうなるのか、また今、保険料を抑えるために一般会計から繰り入れているも

の、これをなくすのかどうなっていくのかもはっきりしない中で、そうした保険料の引き上

げが危惧されます。大事なことは、町が国に対して財政援助を求め、住民を守る立場に立つ

のか、それとも国のことは仕方ないと住民のほうに負担を持ってくるのか、その姿勢が問わ

れているということです。 

  こうした予算書では到底賛成できないと表明いたしまして、討論を終わります。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  今回の当初予算につきまして、いろいろ笠置でこれから行われる地方創生、多種多様な取

り組みに大いに賛成したいと思います。 

  笠置にはまだまだたくさんのシーズ、資源があるはずなんですよ。それを近隣町村や、そ

れこそ全国各地のニーズをどうやって拾っていけるか、そういうことも同時に試していける

はずなんですよ。その中で今回、町長の公約である小学校の給食費、修学旅行費、こういう

ことを政治力としてやっていくと熱い言葉をいただきました。その力を信じて、これから先、

よりよい笠置をつくるための政治力を発揮してもらえるんであれば、僕はこの当初予算を賛

成したいと思い、賛成討論とさせていただきます。 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第１２号、平成２９年度笠置町一般会計予算の件

は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第１２号、平成２９年度笠置町一般会

計予算の件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 
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議長（杉岡義信君） 日程第２、議案第１３号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別会計予

算の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第１３号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別会計予算の件につ

いて提案理由を御説明申し上げます。 

  平成２９年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ２億８，５９８万２，０００円を計上して

おります。 

  主な歳入につきましては、保険税が３，３５８万円、国庫支出金が５，４４１万

９，０００円、前期高齢者交付金が８，２７２万８，０００円、共同事業交付金が

５，９１０万１，０００円でございます。 

  歳出の主なものにつきましては、保険給付費で１億８，１８２万１，０００円、後期高齢

者支援金などで２，４４８万７，０００円、共同事業拠出金で６，２３３万８，０００円を

計上しております。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。税住民課長。 

税住民課長（石川久仁洋君） 議案第１３号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別会計予算

の件につきまして御説明いたします。 

  初めに、歳入より御説明いたします。なお、一部説明を省略させていただくところがござ

いますが、あらかじめ御了承ください。 

  ９ページをごらんください。 

  初めに、１款国民健康保険税でございます。一般被保険者国民健康保険税では、対前年

１５６万１，０００円の減で３，２２３万円を計上しております。前年と比べましても被保

険者数の大きな開きはありませんが、賦課期日現在で比較しますと世帯で数件の減少が見ら

れます。また、各世帯の所得階層の構成等によりましてもあらわれた減額であると思われま

す。ちなみに、本年１月末現在の被保険者は４３８名でございます。 

  次に、退職被保険者等国民健康保険税では、退職被保険者から一般被保険者に移行された

方が数名おられたことや退職医療制度の経過措置の終了に伴うなど被保険者の減少によりま

して、対前年６９万７，０００円減の１３５万円を計上しております。退職被保険者数は本

年１月末で１３名でございます。 

  続きまして、１０ページをお願いします。 

  下段以降、３款国庫支出金、国庫負担金でございます。療養給付費等負担金では、歳出に
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おける療養給付費に対しましての公費負担分を計上しているところでございます。対前年で

５５８万１，０００円の減で、３，９２４万９，０００円を計上しております。 

  次の高額医療費共同事業負担金は、歳出の高額医療費に対し公費負担がございまして、国

で４分の１、府で４分の１ということで、国庫分として３８２万４，０００円を計上してお

ります。 

  次の特定健康診査等負担金は１４万２，０００円を計上しており、対象事業費見積もり額

を国と府でそれぞれ３分の１の補助となっております。なお、府の負担分につきましては、

後の府支出金で出てくるところでございます。 

  次に、１１ページです。 

  国庫補助金、財政調整交付金でございます。これも、さきの国庫負担金と同様に療養給付

の９％を交付金として見ておりまして、対前年１５７万円の減で１，１２０万４，０００円

を計上しております。 

  ４款療養給付費交付金につきましては、退職者医療に対して交付される交付金でございま

す。対前年１５５万８，０００円の減で４７７万１，０００円を計上しています。ここでの

減少は、さきにも御説明いたしましたとおり、退職被保険者の減少によるものと推測されま

す。 

  ５款前期高齢者交付金は、６５歳から７４歳までの被保険者の医療費の偏在を補正するた

めの交付金でございます。この年代は国保被保険者としても比率が非常に高く、医療費の変

動が激しく非常に試算しづらいところではございますが、概数により試算いたしました結果、

対前年３，０５７万３，０００円の増で８，２７２万８，０００円の計上となっております。 

  次の６款府支出金、高額医療費共同事業負担金並びに特定健康診査等負担金は、さきの国

庫支出金と同額を計上しております。 

  続いて、１２ページをお願いします。 

  府支出金、府補助金、財政調整交付金につきましても国庫同様に療養給付の９％を交付金

として見ておりまして、対前年１５７万円の減で１，１２０万３，０００円を計上しており

ます。 

  続きまして、８款共同事業交付金でございます。これは、前年度の交付見込み額に医療費

伸び率１０５％を乗じまして計上しております。高額医療費共同事業交付金は、８０万円以

上の高額医療にかかわる国保連合会経由の交付金でありまして、対前年９，０００円の増で

７１５万６，０００円を計上しております。 
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  また、次の保険財政共同安定化事業交付金は、全ての医療にかかわる国保連合会経由の交

付金でありまして、対前年２９８万７，０００円の減で５，１９４万５，０００円を計上し

ています。 

  それから、歳入では最後となりますが、９款繰入金、一般会計繰入金は、トータルで対前

年２２万２，０００円の減で、１，３０８万７，０００円を計上しているところでございま

す。 

  続いて、歳出について御説明いたします。 

  １５ページをごらんください。 

  １款総務費、総務管理費、一般管理費でございますが、主な事業といたしましては、

１１節需用費で印刷製本費で１６万６，０００円を計上しております。これは、平成３０年

度に被保険者証の更新を予定しておりまして、３０年３月末には新たな被保険者証を交付す

る必要がありますので、２９年度分として予算計上するものでございます。なお、このとき

より、広域化されました被保険者証が交付される見込みでございます。 

  次に、１２節役務費、電算レセプト処理で４１万６，０００円を計上しておりますが、対

前年で５万９，０００円の増加があり、これは手数料の改定によるものでございます。 

  次に、１６ページです。 

  ２款保険給付費でございますが、療養諸費のトータルといたしまして、一番下に計として、

対前年１，１１６万７，０００円の増で１億６，２８７万７，０００円を計上しております。

今回の増額は医療費の高騰を見込みます一般療養給付費の増額が主な要因でございまして、

毎年変動が激しいため、３カ年平均値に医療費の伸び率を乗じまして算出しておりますが、

算出額が前年度実績を下回りましたので、最近の保険料率の上昇傾向を考慮いたしまして前

年度の実績額を計上したところでございます。 

  続いて、１７ページです。 

  高額療養費でございますが、これにつきましても、医療費の上昇傾向を考慮いたしまして、

前年と同額のトータルで１，７８０万２，０００円を計上するものでございます。 

  次に、下段の出産育児諸費、出産育児一時金では、４２万円の２名分を見込み８４万円を

計上しております。 

  １８ページ、葬祭諸費、葬祭費では、１件３万円の１０件分で３０万円を見ているところ

でございます。 

  続きまして、３款後期高齢者支援金等でございます。これは、後期高齢者医療の一部を現
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役世代が負担する額としてトータルで２，４４８万７，０００円を、４款前期高齢者納付金

等は、先ほど説明いたしました医療費の偏在を補正するための納付金でございますが、前年

度と同額の５万５，０００円を計上しております。 

  １９ページに移ります。 

  中段、６款介護納付金は、現役世代が負担する介護負担分として納めることとなっており

まして、３カ年平均で推移して１，１７３万９，０００円を計上しているところでございま

す。 

  次に、７款共同事業拠出金でございますが、これも前年度交付見込み額に医療費伸び率を

乗じまして算出しております。 

  高額医療費共同事業医療費拠出金は、対前年で３４３万９，０００円の増で１，５２９万

７，０００円を計上しています。 

  また、保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、対前年で２５万９，０００円の減

で４，７０３万２，０００円を計上しております。これは、歳入でも御説明いたしましたが、

高額医療費共同事業が１件８０万円以上の医療費にかかわる連合会経由の拠出金でございま

して、次の保険財政共同安定化事業は、全ての医療を対象とする連合会経由の拠出金でござ

います。なお、高額医療費共同事業分の増加につきましては、レセプト単位で８０万円を超

える高額医療の増加によるものと推測されます。 

  ２０ページにまいります。 

  ８款保健施設費、保健衛生普及費でございます。ここでは、委託料で４０歳から７４歳ま

での人間ドックを助成しておりまして、１２０万２，０００円を計上しております。 

  次に、特定健康診査事業費につきましても、集団健診、個別健診等費用を約８０名見込み、

１３節委託料で５８万２，０００円を計上させていただいているところです。 

  最後に、９款基金積立金以降につきましては、前年度と同額を計上しております。 

  以上、歳入歳出総額それぞれ２億８，５９８万２，０００円となります。 

  以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 
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３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  議案第１３号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別会計予算の件について反対討論を行

います。 

  先ほどの一般会計のときにも申し上げましたけれども、国保は都道府県の単一化、単位化

を進めるとしています。国保の都道府県化が進めば、国保料が高いところに合わされ、引き

上げられるのではないか、また、一般会計の繰り入れが廃止、縮小されるのではないかとい

うおそれを危惧します。 

  これまで国は、国保の財政に対して、８０年代には約半分財政支援していましたけれども、

現在では二十数パーセント台に落ちています。また、さまざまな福祉も切り捨てが行われて

いる中では、今度の都道府県単位化でもこうした懸念が現実のものとなるのではないでしょ

うか。以上、反対の理由として討論を終わります。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第１３号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別

会計予算の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第１３号、平成２９年度笠置町国民健

康保険特別会計予算の件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第３、議案第１４号、平成２９年度笠置町簡易水道特別会計予算の

件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第１４号、平成２９年度笠置町簡易水道特別会計予算の提案理由を

御説明申し上げます。 

  平成２９年度予算額は６，３２０万円を計上いたしております。 

  主な歳入につきましては、使用料が３，１１９万２，０００円、一般会計からの繰入金が

３，１４４万９，０００円でございます。 

  歳出の主なものは、一般管理費で１，２３１万円、簡易水道施設費の賃金で１４６万

９，０００円、需用費で８４１万１，０００円、役務費で１１８万６，０００円、委託料で
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８８０万８，０００円となっており、また、公債費では元金、利子を合わせまして

２，６８５万４，０００円でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げま

す。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  それでは、議案第１４号、平成２９年度笠置町簡易水道特別会計予算について御説明させ

ていただきます。 

  予算書の６ページをごらんください。 

  まず、歳入の部から御説明させていただきます。 

  １款分担金及び負担金、１項分担金、１目衛生費分担金、本年度予算額２０万

５，０００円を計上させていただいております。こちらにつきましては、新設分担金１件分、

これは最も件数の多い笠置簡易水道での１件分を見込んで計上させていただいておるもので

ございます。 

  次に、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目衛生費使用料、本年度予算額

３，１１９万２，０００円でございます。節の区分といたしましては、現年度使用料といた

しまして３，１０９万２，０００円、内訳といたしまして基本料金分で１，０９０万

６，０００円、超過料金分として２，０１８万６，０００円、２節滞納分といたしまして

１０万円を計上しておるものでございます。 

  同じく、２項手数料でございますが、１目衛生費手数料といたしまして昨年度と同額の

１万７，０００円を計上させていただいております。こちらにつきましては、簡易水道手数

料といたしまして新設等の検査手数料１件分２，０００円並びに給水工事事業者登録の手数

料、こちらも１件分１万５，０００円、合計１万７，０００円を計上させていただいておる

ものでございます。 

  ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、こちらのほうにつきましては本

年度予算額２，０００円を計上させていただいております。内訳につきましては、それぞれ

説明欄に記載させていただいておりますとおり、財政調整基金分の利子として１，０００円、

減債基金分の預金利子といたしまして１，０００円を計上させていただいておるものでござ

います。 

  次のページをお願いいたします。 

  ４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額３，１４４万
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９，０００円となっておりまして、前年度と比較いたしまして７５９万２，０００円増とな

っております。内訳といたしましては、起債分といたしまして１，４６４万８，０００円で

ございます。こちらにつきましては繰り入れ基準内の繰入金ということになっております。 

  続きまして、人件費等財源補塡分といたしまして６５１万円、起債償還財源補塡分といた

しまして１，０２９万１，０００円を計上させていただいております。人件費等財源補塡分

につきましては、基準外の繰入金になるわけでございますが、会計全体での収益的収支の不

足分を補うものでございまして、起債償還財源補塡分につきましては、同じく基準外でござ

いますが、資本的収支の不足分を補うものでございます。 

  続きまして、２項基金繰入金、１目減債基金繰入金２３万４，０００円、前年度１５０万

円計上しておりましたが、本年度１２６万６，０００円減となっております。こちらにつき

ましては、飛鳥路飲料水供給施設の起債元金の償還財源としてこれまで積み立てておりまし

たものを取り崩しておったものでございますが、本年度、残額の２３万４，０００円を取り

崩させていただいて、減債基金の残高はゼロというふうになります。 

  次に、５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金でございますが、こちらにつきましては前年

度と同額、１０万円ということで計上させていただいておるところでございます。 

  ６款諸収入、１項預金利子、１目預金利子、こちらにつきましても預金利子分を計上させ

ていただいておりますが、昨今の金利の低下等によりまして、前年度２，０００円でありま

したものを今年度１，０００円という形で計上させていただいておるところでございます。 

  続きまして、８ページ、歳出の部分につきまして御説明させていただきます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額１，２３１万円、前年度と

比較いたしまして３８３万５，０００円増となっておりますが、大きな要因といたしまして

は、職員数が２名に増加したことに伴う人件費の増加が主な部分でございます。節の区分で

申し上げまして、２節給料、３節職員手当、４節共済費等、そういったことによります増額

というふうになっております。１９節の負担金補助及び交付金につきましても、職員共済組

合への事務費負担金、こちらにつきましても職員数の増加に伴いまして事務費がふえておる

ということでございます。 

  次に、下段のほうでございますが、２款衛生費、１項上水道費、１目簡易水道施設費、本

年度予算額２，３９３万６，０００円を計上させていただいております。節の区分といたし

まして、７節賃金１４６万９，０００円、内訳といたしましては、説明欄に記載させていた

だいておりますとおり、維持補修等の賃金といたしまして３５万円、それと取水・上水・配
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水場等見回りなどの賃金として１１１万９，０００円を計上させていただいておるところで

ございますが、平成２８年度の実績等を勘案いたしまして、この分につきましては前年度よ

り約５０万円ほど減額という形になっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  ９節旅費、こちらにつきましては、普通旅費ということで１万１，０００円を計上させて

いただいております。 

  １１節の需用費でございますが、内訳といたしましては、消耗品費で７４万６，０００円、

こちらにつきましては各浄水場等で使います浄水薬品等の購入費用でございます。燃料費

２９万８，０００円、公用車並びに草刈り機等の燃料費でございます。印刷製本費２２万

５，０００円、これは水道料金の納付書や検針用紙の印刷代を計上させていただいておりま

す。光熱水費につきましては浄水場等の電気代といたしまして４０９万円、修繕料といたし

まして、浄水装置の維持修繕費並びに水道メーターの交換手間代ということで１３７万

２，０００円を計上させていただいております。その次のメーター修理につきましては、こ

ちらは取りかえをいたします水道メーターの修理代ということで１５３万５，０００円を計

上させていただいております。車検整備代といたしまして本年度１４万５，０００円計上さ

せていただいておりますが、本年度は給水車に加えまして、見回り等で使っております軽ト

ラック２台分、合計３台分ということで、昨年度より若干増額となっておりますが計上させ

ていただいておるところでございます。 

  １２節役務費のほうでは、通信運搬費といたしまして９６万４，０００円、前年度と同額

でございますが、こちらにつきましてはテレメーター等の回線使用料を計上させていただい

ております。 

  次の手数料は水道料金の口座振替等の手数料ということで８万４，０００円、自動車損害

保険料、こちらは先ほどと同様、給水車を含め３台分で７万円、供架料、こちらにつきまし

ては、飛鳥路地区内におきましてテレメーターの信号ケーブルを関電柱に添架させていただ

いておりまして、それに係ります供架料ということで８，０００円を計上させていただいて

おるところでございます。 

  タイヤ交換手数料、こちらは見回り用の軽トラック２台分、車検手数料は先ほどから申し

上げております給水車を含めて３台分ということで、計上させていただいておるところでご

ざいます。 

  １３節の委託料でございますが、８８０万８，０００円、大きなものといたしましては水
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質検査委託料３１７万８，０００円、こちらにつきましては、前年度と検査項目等変わって

おりませんので、同額を計上させていただいておるところでございます。 

  次の健康診断、こちらにつきましては、浄水場の見回り等を行っております職員、アルバ

イト職員３名の２回分―内容といたしましては検便検査でございます―を実施するため

の費用を計上させていただいております。 

  続きまして、急速濾過機の保守、こちらにつきましては笠置浄水場の３基ございます急速

濾過機、こちらのほうが大体３年から５年をめどに保守点検が必要になってくるということ

で、１年にまとめて３基ということになりますと費用的にも高額になってまいりますので、

１年に１基ずつやらさせていただいておるということで、１基分の費用がこちらの金額にな

っております。 

  次の浄水装置の保守につきましては、有市簡易水道と東部簡易水道で同じく浄水装置とし

て使用しておりますユニフロという機械がございまして、そちらの定期点検の委託料を計上

させていただいております。 

  減圧弁及び安全弁保守点検、こちらにつきましては笠置簡易水道の浄水場から配水池まで

の間の減圧を行う施設の定期点検、こちらも１年に１回ということで実施をさせていただい

ております。 

  笠置配水池避雷針保守点検、こちらにつきましても、テレメーターとの回線等が通ってお

りますので、落雷等によりまして回線不通とならないように、避雷針等の点検を１年に一度

行わせていただいておるもでございます。 

  水道メーターの検針につきましては、これまでから引き続き募集をさせていただいておる

ところでございますが、なかなか応募していただけないというような現状がございまして、

現在のところ職員によりメーター検針を行っておるところでございます。引き続き、募集を

かけていきたいということで計上させていただいておるところでございます。 

  次のページに移りますが、ＰＯＴ用ＰＣシステム保守、それとＰＯＴ本体機器保守、こち

らの２点につきましてはメーター検針の際に持ち歩いております検針データの入力機械でご

ざいまして、そちらのシステムとしての保守と、それから端末機本体の保守の費用をそれぞ

れ計上させていただいておるところでございます。 

  続きまして、１４節の使用料及び賃借料でございますが、こちら、内訳といたしましては

配水池や配水管路等の土地使用料といたしまして１３万６，０００円を計上させていただい

ております。それ以外には、修理機械等の使用料といたしまして３０万円を計上させていた
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だいておるところでございます。 

  １５節の工事請負費３０万円につきましては、維持補修工事ということで、漏水事故等突

発的なものがあった場合に補修工事を行うための費用ということで計上させていただいてお

るものでございます。 

  １６節の原材料費につきましては、これら修繕の際に必要となってまいります材料等を購

入する費用を計上させていただいております。 

  １８節の備品購入費、本年度６４万１，０００円計上させていただいております。その内

訳といたしまして、機械器具費で５３万８，０００円計上させていただいておりますが、こ

れは、昭和６１年に購入いたしました簡易式のものでございますが漏水探知機、大体、埋設

深２メーターぐらいまでの水道管で漏水があった場合、それの音を拾って、大体このあたり

で漏水しているんではないかというものを探る機械でございます。昭和６１年から使い続け

ていた機械が故障いたしまして、もう既に修理用部品もないということで、今回新しいもの

を購入させていただくということで、その費用を計上させていただいておるものでございま

す。 

  その下の修繕用機械器具、こちらにつきましても水道本管等の漏水事故があった場合の補

修用機械ということで、今回考えておりますのは、塩ビ管等を継ぎ手挿入する際に、パイプ

と継ぎ手を接合するための挿入機というものを購入する予定をさせていただいております。 

  ２３節の償還金利子及び割引料、こちらにつきましては、過年度分になります過誤納付等

があった場合の還付金ということで５，０００円を計上させていただいておるところでござ

います。 

  ２５節積立金、こちらにつきましては、説明の欄にありますとおり、財政調整基金の利子、

それから減債基金の利子、それぞれの積立金分を１，０００円ずつ計上させていただいてお

るところでございます。 

  ２７節の公課費、こちらにつきましては消費税及び地方消費税の分といたしまして

２２２万２，０００円、それと自動車重量税、給水車を含みます３台分ということで、４万

５，０００円を計上させていただいておるところでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  １１ページ、３款公債費、１項公債費でございますが、１目元金で本年度２，２４８万

１，０００円、こちらにつきましては長期債の元金償還分ということで計上させていただい

ておりまして、前年度と比較いたしまして４２万８，０００円増となっております。２目の
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利子につきましては、本年度４３７万３，０００円で、こちらは前年度と比較いたしまして

４６万５，０００円の減となっております。 

  最後に、４款予備費として１０万円を計上させていただいておるところでございます。 

  簡易水道特別会計の予算につきましては以上でございます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  ９ページ、１３節委託料、水道メーター検針なんですけれども、これはどれぐらいの作業

なんですか。大分重たいものですか。それとも誰でもできるものですか。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 検針作業そのものにつきましては、先ほど説明させていただき

ました検針用のＰＯＴシステムという電卓のちょっと大きい版のようなものでございますが、

それを持ち歩いていただきまして、実際に各家庭の水道メーターの指示数を入力していただ

く。そういたしますと、前月分の指示数から差し引きいたしまして今月分の使用水量が出て

くるといった紙がプリントアウトされますので、それをポスト等に入れていただくというこ

とで、それほどの重労働等ではないんですが、電気とかガスとかの検針と比べますと、どう

しても地中にメーターがあるということで、検針の際にかがんだり、検針の日が雨の後だっ

たりするとメーターボックス内に雨水がたまっていて、それをかい出さないとメーターの指

示数が見られないということで、そういった電気やガスのメーター検針と比べると若干効率

が悪いのかなというような感じはいたしますが、それほどの重労働ではないというふうに感

じております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） だとすれば、例えばそういう講習を開くだとか、この予算、実行予算と

して毎回組まれていると思うんですけれども、毎回探しますという課長の説明があると思う

んです。じゃ、それをどうやったら実りあるものにつなげていけるか。例えば移住者が来た

ときに、これを事業とするならば、その家族にこの収入が入るということも考えられるんだ

と思うんですよ。それか主婦層がつくった団体でもいいであろうし、いろんな多角的な考え

方ができると思うんです。 

  だから、僕が望みとするのは、そういう講習会だとかをやってみてゼロなのか、それとも

連携だとかそういうものに文章として載せてゼロなのか、意味のあるような持っていき方が

できないものか検討願えたらなと思います。以上です。 
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議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今どういった形で募集をしているかといいますと、総務財政課のほうで事務職員のアルバ

イトさんでありますとかバスの運転手さんの募集、それとあわせて行っているということで、

今、坂本議員さん提案していただいたような、そういうアイデアあふれるような形ではやら

せていただいていないということが実態でございます。 

  先ほどおっしゃっていただいたみたいに、例えば移住者の方がおられてちょっとした時間

ならば働けるというようなことであれば、こういった検針員さんも募集していますよという

ようなことをそういう相談の際にあわせてお知らせできれば、もしかするとそういうものに

つながるのかなというふうに考えております。 

  ただ、やはり水道メーター検針、ほかの検針もそうなんですが、どうしても決まった数日

内、１日、２日という中で７００世帯なりを回っていただく必要があるということで、なか

なか応募がないというのが実態ではないのかなというふうに考えておりまして、これまで総

務財政課のほうで募集をかけていただいていた期間は結構長いんですが、残念なことに、そ

れを見て応募していただいたという実績はございません。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  今年度の予算は一応歳入が３，１００万円、それから使用料、手数料が３，１００万円、

大体半々になっているんですけれども、その中で歳入の起債の分とかそれが３，１００万円

はわかるんです。６ページの衛生費手数料、これがいわゆる歳入の一番あれなんですけれど

も、要するに年々これは少子高齢化もあるし、人口が減っているということで、やっぱり減

っていると思うんですよ。今年度は１４９万８，０００円の減を見ておられます。それから、

２７年度の決算の調定額から見れば１２０万円の減になっている。その当時は３，３９７万

円やったかな、調定額が。 

  だから、これを将来的に今まだ値上げとかいう問題は難しいでしょうけれども、消費税が

ちょっと延び延びで平成３１年１０月から上がる予定になっていると思うんです。今からそ

ういったことも考えて、笠置町は私自身は安いなと、最低では１，３００円ぐらいかな。だ

から、そういうことも今から考えてもらいたいなという、それはいたし方ない、受益者負担

でいけば、こういったことを考えればやはり値上げせざるを得ないのと違うかなという、消
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費税プラスですね。その辺の考え方だけで、それはまだ２年先の話ですけれども、もし答弁

もらえるんやったら。 

議長（杉岡義信君） 答弁を行う前に、議場にいる議員の皆さん、そしてまた職員の皆さん並

びに町長に報告をいたします。 

  本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長します。建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの大倉議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

  大倉議員さんおっしゃっていただけるとおり、使用料につきましてはやはり年々減少傾向

にございます。本年度の当初予算を算出させていただくに当たりまして、前年度ともう一年

前と大体同時期で比較いたしますと、使用水量で申し上げますと、わずかではございますが

０．２％の減少ということになっております。平成２７年度はマイナス８．３４％、これは

対前年度ですが、大きく落ち込んでいたんです。たしかこの年はいこいの館の休業期間等が

あったと。いこいの館は当時、１カ月金額で申し上げますとかなり大きな金額でしたので、

その部分が影響しているのかなというふうに考えております。 

  予算総額の半分が料金収入というふうな形でしかないと。本来、以前からおっしゃってい

ただいていますとおり、簡易水道というのは地方公営企業ですので、当然独立採算制で本来

はあるべきだということになってまいりますが、やはり水道料金という一番生活に近い中で、

高料金対策を政策としてやっている自治体も多くあるというふうに聞いております。 

  今後の料金改定につきましては、また議会の皆様と御相談させていただいた中で検討して

いく必要があろうかと思いますが、消費税が上がりました際には、以前から申し上げていま

すとおり、当然笠置町の簡易水道事業は課税事業者というふうになっておりますし、消費税

は国税でございますので、当然そちらの本体が増税されればそれを価格転嫁させていただき

まして、少なくともその部分の増額、値上げというのはさせていただく必要があるというふ

うに考えております。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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  この採決は挙手によって行います。議案第１４号、平成２９年度笠置町簡易水道特別会計

予算の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第１４号、平成２９年度笠置町簡易水

道特別会計予算の件は原案のとおり可決されました。 

  この際、１０分間休憩します。 

休  憩   午後５時００分 

再  開   午後５時１０分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第４、議案第１５号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計予算の

件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第１５号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計予算の提案理由を

御説明申し上げます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ２億６，１７６万９，０００円を計上し、対前年度では

５７９万１，０００円の増額、２．３％の増加率となっております。 

  主な提案内容は、平成２９年度から新たに実施します介護予防・日常生活支援総合事業で

は地域支援事業費の介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業で４３４万円、

同生活支援体制整備事業費で７４０万円を新規計上しております。２７年度決算では、実質

単年度収支は約２００万円の若干の黒字となっております。保険給付費総額の伸びにつきま

しては、対２６年度決算で約１５０万円の増額でおさまり、対前年０．７％の伸びを示した

ところです。 

  給付費の推計が非常に難しい中ではありますが、より一層保険料収納率の向上、保険給付

の適正化に努めてまいります。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  議案第１５号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計予算につきまして御説明申し上げま

す。 

  まず、１ページおめくりいただきまして、本年度から新たな事業が実施されますことから、
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第３条第１号で、同款内での流用可能な科目を従前は保険給付費のみでしたが、保険給付費

相当の地域支援事業費の中の同一款内での流用を可能とするような文言を新たに提案してご

ざいます。 

  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。 

  ４ページの第１表の歳入歳出予算の歳出でございます。 

  町長の提案の中にもございましたように、第３款地域支援事業費が大きく変わっておりま

す。大きくは２項、３項、４項というのが２９年度新たに組み込まれた事業でございます。

２項で介護予防・生活支援サービス事業費、３項で一般介護予防事業費、４項でその他諸費

というふうな構成になってございます。 

  それから、７ページの歳出のほうでは、本年度特徴的な部分につきましては、保険給付費

で対前年４７８万円減の２億４,２２１万３，０００円、それから、新たに組み込まれた地

域支援事業費では１，０５７万３，０００円増の１，５７３万５，０００円の予算を計上し

ているところが特に特徴的なものでございます。 

  それでは、細部の特徴的なところを御説明申し上げます。 

  ８ページ、歳入でございます。 

  保険料、第１号被保険者保険料でございます。これは６５歳以上の方にお支払いいただい

ている保険料でございますが、被保険者数は大体６６０人から６７０人ということで推移し

ております。それと、提案理由でも申しましたように、形式収支では１，０００万円を超え

る黒字が出ているんですが、実質単年度で見れば２００万円というふうなことでございまし

て、かなり適正な見込みをできているのかなというふうなところでございます。保険料とし

ましては対前年並みの４，５８０万９，０００円、給付総額の約２割を占めてございます。 

  それから、３款の国庫支出金、国庫負担金につきましては、府の負担金も同様でございま

すが、予防給付の組み替えによりまして対前年度は減ってございます。８４万４，０００円

減額の４，３２７万３，０００円、それから、組み替えといいますのは負担金から補助金に

組み替えられたというふうなところでございまして、次の国庫支出金、国庫補助金では反対

にふえてございます。次ページにまいりまして、９ページの国庫補助金の計では２９３万

８，０００円増の１，９５６万５，０００円となってございます。 

  それから、４款の支払基金交付金につきましても給付費の減によります３５万

６，０００円減の６，９００万７，０００円、次に、５款府支出金、府負担金でございます。

これも負担金は減りますので、７０万９，０００円減の３，５４４万６，０００円、それか
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ら、１０ページにまいります。府の補助金のほうは逆にふえます。計で１６１万

４，０００円増の２５１万６，０００円の予算を計上してございます。 

  それから、７款の繰入金でございます。新制度自身は全体的に給付費の抑制を目的として

おりますので、１目の介護給付費繰入金については対前年減ります。５９万９，０００円減

の３，０２７万４，０００円、それから、新たな繰入金で設けております２目、３目、地域

支援事業繰入金につきましては対前年で皆増ということになります。介護予防・日常生活支

援総合事業、２目でございますが５２万９，０００円、それから３目の総合事業以外の事業

ということで１９８万７，０００円の増というふうになってございます。 

  それから、１１ページにまいります。 

  ５目のその他一般会計繰入金につきましては、事務費の繰入金２０９万円を計上してござ

います。 

  ９款の諸収入でございますが、雑入のほうで介護予防計画（支援費）１２０万円というの

が本年度新たに入ってございます。これは、今まで一般会計の雑入に入っておりましたが、

本来、介護のケアプランに対する報酬は介護会計に組み入れるべきというふうな指導がござ

いまして、その残った分を地域支援事業に組み込んで交付金をいただくというふうな正規の

ルートに戻すというふうなことでございます。 

  歳出まいります。 

  １３ページ、総務費の款につきましては一般事務費でございます。 

  ただ、１４ページの総務費、趣旨普及費につきましては、一般会計でも計画策定で御説明

申し上げましたが、３０年度より新たに３カ年で正確な給付費予測を立てた中で住民の皆さ

んに周知をしなければならない、その趣旨普及費としてわかりやすいパンフレット等の予算

を１３万円見てございます。 

  それから、本体の１４ページにまいりまして保険給付費でございます。 

  まず、１項の介護サービス等諸費につきましては、２８年度の実績見込みでは減額したと

ころが多かったわけでございますが、何分予見不能なところがございまして、当初予算とし

ては、積み上げますと対前年、計で申しますと、次の１５ページの上段になるわけでござい

ますが、１３２万円増の２億１，６８２万３，０００円というふうな予算を予測させていた

だきます。介護サービス等諸費というのは介護度１から５の方でございます。 

  それから、次の２項の介護予防サービス等諸費、１５ページの中段でございます。これは、

旧要支援の方の組み替えによる給付費でございます。要支援制度がなくなるといいましても
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一部残ります。それと、現在引き続いて継続されている方は経過措置もございますので、そ

の方々の予算を組ませていただいています。ただ、全体的には１９ページの最後の計にあり

ますように１９０万円の減になってございます。７５０万円の予算を組ませていただいてい

るというふうなことでございます。 

  それから、１６ページにつきましては、それぞれ審査支払いの事務料あるいは高額介護、

それから高額医療合算とは年間を通して支給される分でございますが、それぞれそんなに対

前年と大差はございません。それぞれ組ませていただいているところでございます。 

  それから、１７ページにまいりまして、保険給付費の中の６項の特定入所者介護サービス

等費でございます。これ、低所得者の資産要件等見直しでございます。これも持続可能な制

度改正というようなことで改正されます。それによりまして、対前年では約４００万円減の

１，１０１万円を計上させていただいたところでございます。 

  １７ページの中段、これが新たな事業の中核をなすものでございまして、３款の地域支援

事業費、それから１項の介護予防・生活支援サービス事業費でございます。 

  まず、１目の介護予防・生活支援事業費、これは、既に要支援認定を受けられている方あ

るいはチェックリストの方を対象にしたもので、対前年では皆増となります。２６５万

２，０００円を計上しているところでございます。その内訳は、１３節の委託料２５万

２，０００円、これが訪問事業委託料、条例改正の中で手数料条例を改正させていただいた

ときに若干説明させていただいたんですが、介護給付の緩和された基準による介護サービス

でございます。それの見込みが２５万２，０００円です。 

  それから、１９節の負担金補助及び交付金で２４０万円、これは、やはり専門的な見地と

いいますか、そういう方が必要なサービスというのはそのまま続けさせていただくためのも

のでございます。旧給付費相当の事業費となっております。 

  それから、２目で介護予防ケアマネジメント事業費ということで、ケアプラン代、これは

担当職員の経費を充てているところでございます。 

  介護予防・生活支援サービス事業費では、全体的には皆増の２９９万５，０００円を計上

しております。 

  それから、１８ページにまいりまして、もう一つの一般介護予防事業費です。これは、チ

ェックリストにひっかかっておられない方も参加できるものでございます。これも１３４万

５，０００円皆増となっております。 

  まず、賃金５１万５，０００円、これは、要支援といいますか要介護にならんようにする
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ための居場所づくりというふうなところでございまして、今、笠置にはそういう場所がござ

いません。そういう場所も、ハードもソフトも含めて、ここではソフトになるんですが、

５１万５，０００円をその担当業務に当たる人の賃金に充てるために計上しているところで

ございます。 

  需用費で１万円、消耗品を計上しています。 

  それから、１３節委託料で７２万円、これは、月２回ほど少し専門的な知識をお持ちの方

についていただいて、運動機能とか認知症予防に当たっていただくというふうな委託をしま

す。 

  原材料費につきましては、事業用に使うものを購入させていただくというようなところで

ございます。以上、主なところでございます。 

  その次の包括的支援事業・任意事業、３項でございます。この中で対前年で新規で上がっ

ているのは、３目の包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費というのが２９７万円で、

ほぼ皆増でございます。これは、予防ケアマネジメントの分とこの分を含めて１人の職員さ

んを計上しているというような、ちょっと補助金を申請上分けさせていただいているところ

がございます。 

  それから、１９ページにまいりまして、対前年ではなかった６目の生活支援体制整備事業

費、これも７４０万円、対前年では皆増となっております。これは、従来からあるケア会議

ではなくて、予防するために地域、関係機関、個人だけじゃなしに笠置町あるいは相楽で持

っている資源を有効に連携させる、そのマネジメントをするいわゆる地域支援コーディネー

ターさんの人件費をここで新たに雇用させていただいた中で見させていただいているという

ふうなところでございます。 

  主な歳出予算につきましては以上でございます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  議案第１５号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計予算の件について反対討論を行いま

す。 
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  国は、介護保険の給付から要支援の方を外し、地域でサービスを提供していく方向を進め

ています。当町でも、いわゆる新総合事業を進めるための議案が既に出されて可決され、予

算計上もされております。本来の介護サービスから外れた方を受け皿として地域でサービス

を提供していくという形であればいいのですが、そうではなくて、本来介護保険を受けられ

る方が締め出されて、地域の安上がりのサービスになっていくとすれば大変問題です。 

  国も、地域でやる事業に十分な財政支援を担保している状況と言えず、これまでの介護サ

ービスと同水準あるいはそれ以上のサービスが本当に受けられるのか、サービス水準が下が

らないのか、心配をされます。 

  そうした方向は問題であるとして、反対討論を終わります。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第１５号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計

予算の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第１５号、平成２９年度笠置町介護保

険特別会計予算の件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第５、議案第１６号、平成２９年度笠置町後期高齢者医療特別会計

予算の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第１６号、平成２９年度笠置町後期高齢者医療特別会計予算の提案

理由を御説明申し上げます。 

  この特別会計は京都府後期高齢者医療広域連合が制度運営しておりますので、町としての

予算は、徴収した保険料及び療養給付費や低所得者の保険料軽減分に係ります負担金、共通

事務費負担金の支出が骨格となります。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ６，５５３万２，０００円を計上し、対前年度では

４７９万１，０００円の増額、７．９％の増加率となっております。 

  主な提案内容は、歳入では繰入金で対前年４３８万７，０００円増額の４，３６９万

４，０００円を計上、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金で対前年４８６万
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２，０００円増額の６，４５４万１，０００円を計上しております。 

  ２９年度も、低所得者負担軽減策の拡充や京都府財政安定化基金の投入により保険料は増

加抑制されている一方、療養給付費は対前年１４．７％の上昇が見込まれております。制度

の持続性を高める観点から所得割の軽減特例の見直しなどが実施されますが、より一層保険

料収納率の向上、保険給付の適正化に努めてまいります。よろしく御審議賜りますようお願

いを申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  議案第１６号、平成２９年度笠置町後期高齢者医療特別会計予算につきまして御説明申し

上げます。 

  提案理由にもございましたように、４ページ、５ページでもうその内容が一目瞭然だと思

います。４ページのほうで繰入金、対前年４３８万７，０００円増の４，３６９万

４，０００円、一般会計からの繰入金でございます。 

  それから、５ページで連合へ納める納付金が４８６万２，０００円増の６，４５４万

１，０００円、これは、これから御説明申し上げますが、給付費の増というふうなことでご

ざいます。 

  まず、歳入でございますが、６ページで、暫定措置というのが特例軽減というのにござい

まして、持続可能性というところから見直しがかかります。それに伴いまして、本年度の保

険料は対前年で４８万円増の２，１１９万４，０００円を見込んでいるところでございます。 

  ３款繰入金では、２節保険基盤安定繰入金では若干増の７９２万円、それから今言いまし

た療養給付費繰入金、これは給付費の約１２分の１を繰り入れるわけでございますが、対前

年で言えば４２４万９，０００円増の３，３６２万７，０００円計上というのが大きな特徴

でございます。 

  歳出にまいります。 

  歳出は８ページで、特徴的なところにつきましては、療養給付費の増加に伴いまして連合

へ納める納付金、２款の後期高齢者医療広域連合納付金、１項の後期高齢者医療広域連合納

付金で対前年４８６万２，０００円増の６，４５４万１，０００円を計上している、これは

主に療養給付費負担金が増加したものというようなことでございます。 

  それから、９ページにまいりまして、特徴的なところは特にございませんが、４款の保健

事業費のほうで国保と連動いたしまして人間ドックの事業を継続してやらせていただいてい
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るところでございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  ８ページの後期高齢者医療広域連合納付金、先ほど説明がありましたように４８６万円、

これ年々やはりふえていくんじゃないかと思うんですけれども、こういったことはいずれ、

今よく言われています２０２５年問題、団塊の世代が７５歳になれば、日本の国の今、人口

を占めている多数の中でそういった問題というのは、広域連合の中で会議とか、将来的には

２０２５年問題というのは何か議論されているんですか。もしされていたらちょっと教えて

いただきたいんですけれども。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  中期的、長期的にございます。中期的でいえば高齢者負担率というのがございまして、こ

れは、ただ単に高齢者の比率ではなくて、この制度ができた２０年の負担率を標準にして、

そこからふえた分は後期高齢者だけじゃなしに若者のほうにも負担してもらおうという折半

的な話、これの見直しが今後されるものかなと。それから、京都府の財政安定化基金の繰り

入れ額の見直し、もっと追加要望というのが出てくるんかなというふうに思います。 

  医療費につきましては、もう国保と同様で、当然保険医療の範囲が大きくなれば先進医療

の導入で必然的に２％から３％、毎年毎年上がってくるのはもうやむを得んものだと。それ

を今の限られた制度の中で持続性を保つためにいろんな特例の据え置き措置というのが、一

部反対されている党もございますが、やむなしということの中でやられているというふうに

承知してございます。 

  長期的には、これはちょっとまだ府のほうからはおりていないので、承知しておりません。

以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

３番（向出 健君） 議案第１６号、平成２９年度笠置町後期高齢者医療特別会計予算の件に

ついて反対討論を行います。 

  平成２９年度からは、国が一定の所得の低い方に行っていました所得割の特例軽減を５割
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軽減していましたけれども、それを縮小するということが既に決まっており、今後それをな

くしていくという方向が進められています。 

  さらに、いわゆる一人一人がお支払いになる保険料、いわゆる均等割については、今のと

ころ見送られていますけれども、これも、最大９割まで軽減されているものが本則の７割ほ

どに戻っていくという方向もずっと打ち出されています。 

  もともと後期高齢者医療は、７５歳以上で区切りまして特別に手厚くしていこうというこ

とで制度を始めたという趣旨説明がずっとなされてきましたけれども、その実際は、ずっと

保険料が引き上がってきたということです。 

  また、京都府の連合のほうでも、国に対しては特例軽減の存続を求める働きかけを何度か

されていますけれども、結局、国が決めてしまえば府の独自の措置をすることはできないと、

こういう状況になります。本当の意味で高齢者が安心して受けられる医療の充実を求めまし

て、反対討論を終わります。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第１６号、平成２９年度笠置町後期高齢者医療特

別会計予算の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第１６号、平成２９年度笠置町後期高

齢者医療特別会計予算の件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） これで本日の会議を閉じます。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第３日目は３月２２日午前９時３０分から開会します。通知は省略します。 

  本日は御苦労さまでした。 

散  会   午後５時４５分 

 


